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各受入事業者からご提供いただく受入時期や受入土量の情報は、あくまでも予定で

あることから、受入地側の事業進捗状況等により年度途中でも変更が生じる可能性が

あります。 

 

また、搬出される工事において、当初の予定と異なる搬出土量や時期、土砂の土質

や粒度分布等により、受入地側の条件を満たせなくなった場合は、受入れができなく

なります。 

 

従って、関係機関との調整を経て搬出工事リストに登録された工事でも、記載され

た受入地への土砂の搬出が約束されたものではありません。 

 

このことをご理解いただき、設計段階や施工計画作成時等、受入地の状況をＵＣＲ

に随時確認いただきますよう、お願いします。 

 

なお、各受入地においても、事業の進捗のために一定量の土の確保が必要となって

いますので、搬出工事リストに記載された工事や既に申し込みいただいた土砂の搬出

予定が無くなった場合には、弊社にご連絡いただくようお願いいたします。 

 

 

問い合わせ先 

株式会社建設資源広域利用センター 

首都圏課 TEL ０３－６２０５－８３４７ 

搬出工事担当者の皆様へお願い 
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（ 様式に よ り Wor d、 Excel 、 PDF の 各形式が あ り ま す。 ）  

 

（参考） 

神奈川県都市整備技術センターが窓口になる案件（ 神奈川県発注工事、 県内市町村

発注工事 （ 政令市を 除く ） ） に つい て は、 神 奈川県都市 整備技術セ ン タ ーの ホ ーム

ペ ー ジ （ ht t ps: //t oshi sei bi . or . j p/ ） に あ る 、 建 設 発 生 土 搬 入 整 理 券 の 発 券 申 請

（ ht t ps : //t oshi sei bi . or . j p/kenset s uhassei dohakkenshi ns ei /） の シ ス テ ム で 申請し

て く ださ い。  

 

 

 

 

https://toshiseibi.or.jp/
https://toshiseibi.or.jp/kensetsuhasseidohakkenshinsei/
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注 意 事 項 

◎試験実施前に、工事平面図・標準横断図・土質柱状図などをご用意の上、試料採取方法

や試験項目・頻度について、ＵＣＲ担当者までご相談ください。 

◎受入地の事業計画変更等により受入可能時期・土量・土質等が変更になる場合があります。 

その際ご希望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください。 

ご利用を検討されている担当者の皆様には、設計・積算の段階で最新の情報をお問い合

わせくださいますようお願いします。（詳細は p.10 を参照願います。） 

※地質分析事業者の紹介は、下記協議会へお問い合わせください。 

◇東京都  東京都環境計量協議会 

ＴＥＬ ０３（５８１２）４１１１ 

ＵＲＬ http://www.toukankyo.org/ 

◇埼玉県  （一社）埼玉県環境計量協議会 

ＴＥＬ ０４８（６４６）５７２７ 

ＵＲＬ https://www.saikankyo.jp/ 

◇神奈川県 （一社）神奈川県環境計量協議会 

ＴＥＬ ０４５（７９０）５２８０ 

ＵＲＬ https://www.shinkankyou.com/ 

◇千葉県  千葉県環境計量協会 

ＴＥＬ ０４３（２３３）８９６７ 

ＵＲＬ https://www.senkankyo.jp/ 

http://www.toukankyo.org/
https://www.saikankyo.jp/
https://www.shinkankyou.com/
https://www.senkankyo.jp/
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工事間利用 
① スケジュール 

② 土量（総量・日量） 

③（使用目的毎の）土質 

はじめに 
 

Ｕ Ｃ Ｒ の 首都圏 事業は 建設 発生土を 資 源と し て 有 効利用する こ と を 通 じ て 、公共 事

業の 円滑な 推進 と 循環型社 会づく り に 貢献する こ と を 目的 と し て い ま す。  

 

１ 事業の仕組みと当社の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ＵＣＲが斡旋する受入地（以下、「ＵＣＲ受入地」）に搬入する土砂 

(1) 搬入可 能な 土砂は 、 土砂搬入申込書に記載された土砂に 限り ま す 。  

土砂搬 入申込書に記載された工事現場以外の土砂は、搬入できません。 

(2) 建設発生土の 土質区分は、 土質区分基準（表―１）に よ り 分類さ れま す。  

次の よ う な 土砂は 、 搬入で き ま せん 。  

① 受入地が定める基準に適合しない土砂（土質、有害性等） 

② 関係する法令等の基準値を満たさない土砂※  

③ 一般廃棄物及び産業廃棄物が混入している土砂 

※ 土壌汚染対策法施行規則で定める基準（p.68参照）を超過する場合、又は土

壌汚染対策法第６条（要措置区域）あるいは第11条（形質変更時要届出区域）

に指定されている区域からの搬出を予定する場合は、事前にご相談ください。 

工事間利用によって建設発生土は 
建設資源に生まれ変わります 

調整機関 
（ＵＣＲ） 

搬出工事 
受入工事 

  （現場） 

双方の条件が
合致して成立 

河川の築堤材、区画整理

の盛土材や採石、骨材採

取跡地等の復旧用材等と

して使用 

発 生 資 源 
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３ 留意していただくこと 

(1) 搬入時期や土量、試料採取方法等受入地毎の調整が必要となりますので、

工事受注後（土質試験実施の前）速やかに、ＵＣＲ担当者に相談してください。 

事前の相談がない場合は搬入をお断りする場合もあります。 

(2) Ｕ Ｃ Ｒ 受入地の事情によ り 、 受入計画に変更があ っ た 場合な ど に、 受入地の変更

を お願いする 場合があ り ま す。  

(3) 悪天候、 交通事情、 突発的事故等によ り 受入れができ な い場合には、 受入れを

停止又は制限する 場合があ り ま す。  

(4) 「 土砂 搬入管理券 」 は 、 第三 者に 譲渡す る こ と は で き ま せん 。  

譲り受けた「土砂搬入管理券」は 、 無効で す。  

  

４ ＵＣＲ受入地の受入日及び受入時間 

(1) 受入日は、原則と し て日曜日、国民の祝日（振替日を含む）、夏期休暇（旧盆等）、

年末年始を除く平日と し ま す。 土曜日に つい て は 、 別途受入地毎に 定め ま す。 

(2) 受入時間は午前８時 30 分から午後４時 30 分までを標準と し ま すが、受入地毎

に定めて いま す。  

な お、 夜間の受入れが可能な Ｕ Ｃ Ｒ 受入地も あ り ま す。  

  

５ ＵＣＲの営業日等（相談、受付等業務） 

Ｕ Ｃ Ｒ の営業日は、 土曜日、 日曜日、 国民の祝日（ 振替日を 含む）、 年末年始を

除く 平日（ 月曜日から 金曜日）、 営業時間は午前９ 時から 午後５ 時 30 分です。  

また、問い合わせ先は「首都圏課ＴＥＬ（０３－６２０５－８３４７）」です。 

 

６ ＵＣＲ受入地の受入料金 

(1) Ｕ Ｃ Ｒ 受入地の受入単価は、「 受入地」 によ っ て 異な り ま すので、 本書「ＵＣＲ

建設発生土受入地一覧表（p.8～9）」、または、当社ホームページ「受入地一覧

（受入条件）」をご参照く だ さ い 。  

(2) 受入料金＝基本料金 ＋（発券土量×受入単価）＋（消費税） 

発券土量＝発券枚数×ダンプ 1 台当たりの積載土量 

(3) 土砂搬入管理券は、搬入申込土量の搬入に必要と な る ダ ン プの台数分購入し て

く ださ い。  

     発券枚数＝搬入申込土量÷ダンプ 1 台当たりの積載土量 … （端数切上げ） 

     ※ 平均単位体積重量が1.8t/㎥の場合、10t車で5.27㎥、4t車で2.22㎥、3t車で1.66㎥、2t車で1.11㎥ 

受入料金の払い込みの確認を し た 後、 申請さ れた 枚数の土砂搬入管理券を 発行

し ま す。
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 土 質 区 分 基 準    （ H18. 8 . 10 国 土 交 通 省 通 知 「 発 生 土 利 用 基 準 に つ い て 」 か ら ）  

区  分 

 ( 国土交通省令)
*1)

 
細区分

*2),3),4)
 

コ ーン  
指数 

qc
*5)

 
( kN／m2)  

土質材料の工学的分類
*6),7)

 備 考
*6)

 

大分類 
中分類 

土質 { 記号}  

含水比 
（ 地山）  
 Wn（ ％）  

掘削方法 

第 1 種建設発生土 
 

砂、 礫及びこ れ 

ら に 準ずる も の 

第 1 種 
― 

礫質土 礫{ G} 、 砂礫{ GS}  
― 

 

砂質土 砂{ S} 、 礫質砂{ SG}   

第1種改良土
*8)

 人工材料 改良土{ I }  ―  

第 2 種建設発生土 
 

砂質土、 礫質土 

及びこ れら に準 

ずる も の 

第 2a 種 

800 

以上 

礫質土 細粒分まじ り 礫{ GF}  ― 

・ 排水に考

慮する が、

降水、 浸出

地 下 水 等

に よ り 含

水 比 が 増

加 す る と

予 想 さ れ

る 場合は、

１ ラ ン ク

下 の 区 分

と する 。  

第 2b 種 砂質土 細粒分まじ り 砂{ SF}  ― 

第 2 種改良土 人工材料 改良土{ I }  ― 

第 3 種建設発生土 
 

通 常 の 施 工 性  

が 確 保 さ れ る  

粘 性 土 及 びこ  

れに準ずる も の 

第 3a 種 

400 

以上 

砂質土 細粒分まじ り 砂{ SF}  ― 

第 3b 種 
粘性土 シルト { M} 、 粘性土{ C}  40％程度以下 

火 山 灰 質 粘 性 土  火山灰質粘性土{ V}  ― 

第 3 種改良土 人工材料 改良土{ I }  ― 

第 4 種建設発生土 
 

粘性土及びこ れ 

に 準 ず る も の  

（ 第3 種建設 

発生土を 除く ）  

第 4a 種 

200 

以上 

砂質土 細粒分まじ り 砂{ SF}  ― 

第 4b 種 

粘性土 シルト { M} 、 粘土{ C}  40～80％程度 

・ 水中掘削

等によ る 場

合は、 ２ ラ

ン ク 下の区

分と する 。  

火 山 灰 質 粘 性 土  火山灰質粘性土{ V}  ― 

有機質土 有機質土{ O}  40～80％程度 

第 4 種改良土 人工材料 改良土{ I }  ― 

 泥土 a  砂質土 細粒分まじ り 砂{ SF}  ― 

  

200 

未満 

粘性土 シルト { M} 、 粘土{ C}  80％程度以上  

泥土
*1),9)

 泥土 b 火 山 灰 質 粘 性 土  火山灰質粘性土{ V}  ―  

  有機質土 有機質土{ O}  80％程度以上  

 泥土 c  高有機質土 高有機質土{ Pt }  ―  

＊1）国土交通省令（ 建設業に属する 事業を行う 者の再生資源の利用に関する 判断の基準と なる べき 事項を定める 省令 平成13年3月29日 国交令59、 建設業
に属する 事業を行う 者の指定副産物に係る 再生資源の利用の促進に関する 判断の基準と なる べき 事項を定める 省令 平成13年3月29日 国交令60） におい
ては区分と し て第1種～第4種建設発生土が規定さ れている 。  

＊2）こ の土質区分基準は工学的判断に基づく 基準であり 、 発生土が産業廃棄物である か否かを 決める も のではない。  

＊3）表中の第1種～第4種改良土は、 土（ 泥土を 含む） にセメ ント や石灰を 混合し 化学的安定処理し たも のである 。  

   例えば第3種改良土は、 第4種建設発生土ま たは泥土を 安定処理し 、 コ ーン指数400kN／m2以上の性状に改良し たも のである 。  

＊4）含水比低下、 粒度調整などの物理的な処理や高分子系や無機材料によ る 水分の土中への固定を主目的と し た改良材によ る 土質改良を行った場 合は、
改良土に分類さ れないため、 処理後の性状に応じ て改良土以外の細区分に分類する 。  

＊5）所定の方法でモールド に締め固めた試料に対し 、コ ーンペネト ロ メ ータ ーで測定し たコ ーン指数（ 表－2参照）。  

＊6）計画段階（ 掘削前） において発生土の区分を行う 必要があり 、 コ ーン指数を求める ために必要な試料を 得ら れない場合には、 土質材料の工学的分類体
系（（ 社） 地盤工学会） と 備考欄の含水比（ 地山）、 掘削方法から 概略の区分を選定し 、 掘削後所定の方法でコ ーン指数を測定し て区分を決定する 。  

＊7）土質材料の工学的分類体系における 最大粒径は75mmと 定めら れている が、 それ以上の粒径を含むも のについても 本基準を 参照し て区分し 、 適切
に利用する 。  

＊8）砂及び礫と 同等の品質が確保でき ている も の。  

＊9)・ 港湾、 河川等のし ゅ んせつに伴っ て生ずる 土砂その他こ れに類する も のは廃棄物処理法の対象と なる 廃棄物ではない。  

（ 廃棄物の処理及び清掃に関する 法律の施行について 昭和46年10月16日 環整43 厚生省通知）  

  ・ 地山の掘削によ り 生ずる 掘削物は土砂であり 、 土砂は廃棄物処理法の対象外である 。  

（ 建設工事等から 生ずる 廃棄物の適正処理について 平成13年6月1日 環廃産276 環境省通知）  

  ・ 建設汚泥に該当する も のについては、 廃棄物処理法に定めら れた手続き によ り 利用が可能と なり 、 その場合「 建設汚泥処理土利用技術基準」  

  （ 国官技第50号、 国官総第137号、 国営計第41号、 平成18年6月12日） を 適用する も のと する 。  

表－１ 
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土質区分判定の た めの調査試験方法 
（ H18. 8. 10 国 土 交 通 省 通 知 「 発 生 土 利 用 基 準 に つ い て 」 か ら ）  

判 定 指 標
*1)

 試  験  方  法  規 格 番 号 ・ 基 準 番 号  

コ ー ン 指 数
*2)

 締 固 め た 土 の コ ー ン 指 数 試 験 方 法  J I S A 1228 

土 質 材 料 の 工 学 的 分 類  地 盤 材 料 の 工 学 的 分 類 方 法  J GS 0051 

自 然 含 水 比  土 の 含 水 比 試 験 方 法  J I S A 1203 

土 の 粒 度  土 の 粒 度 試 験 方 法  J I S A 1204 

液 性 限 界 ・ 塑 性 限 界  土 の 液 性 限 界 ・ 塑 性 限 界 試 験 方 法  J I S A 1205 

*1）改良土の場合は、 コ ーン 指数のみを 測定する 。  

*2）1 層ご と の突固め回数は、 25 回と する 。（ 参考表参照）  

 

 

 

 

コ ーン 指数（ ｑ ｃ ） の 測定方法 

（ H18. 8. 10 国 土 交 通 省 通 知 「 発 生 土 利 用 基 準 に つ い て 」 か ら ）  

供 試 体 の 作 製  

試 料  

4. 75mm ふ る い を 通 過 し た も の 。  

た だ し 、改良土の 場合は 9. 5mmふる い を 通過さ せた

も の と する 。  

モ ー ル ド  
内 径 100±0. 4 ㎜  

容 量 1, 000±12cm3  

ラ ン マ ー  質 量  2. 5±0. 01kg  

突 固 め  
３ 層 に 分 け て 突 き 固 め る 。 各 層 ご と に 30±0. 15 

cm の 高 さ か ら 25 回 突 き 固 め る 。  

測     定  

コ ーン ペネ ト ロ メ ータ ー 底 面 の 断 面 積 3. 24cm2、 先 端 角 度 30 度 の も の  

貫 入 速 度  １ cm／ s ec  

方 法  

モ ー ル ド を つ け た ま ま 、 鉛 直 に コ ー ン の 先 端 を

供 試 体 上 端 部 か ら 5cm、 7. 5cm、 10cm 貫 入 し た 時

の 貫 入 抵 抗 力 を 求 め る 。  

計     算  

貫 入 抵 抗 力  
貫 入 量 ５ cm、 7. 5cm、 10cm に 対 す る 貫 入 抵 抗 力 を

平 均 し て 、 平 均 貫 入 抵 抗 力 を 求 め る 。  

コ ー ン 指 数 （ q c ）  
平 均 貫 入 抵 抗 力 を コ ー ン 先 端 の 底 面 積 3. 24cm2

で 除 す る 。  

注 ） た だ し 、 ラ ン マ ー に よ る 突 固 め が 困 難 な 場 合 は 、 泥 土 と 判 定 す る 。  

＊「 締 固 め た 土 の コ ー ン 指 数 試 験 方 法 （ J I S A 1228）」（ 地 盤 工 学 会 編 「 土 質 試 験 の 方 法 と 解 説  第 一 回 改 訂 版 」
pp. 266－268） を も と に作成 

 

 

参考表 

表－２ 
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[土質材料]地盤材料の工学的分類                    参考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊ 「 地 盤 材 料 の 工 学 的 分 類 」（「 地 盤 材 料 試 験 の 方 法 と 解 説  第 一 回 改 訂 版 」 p. 74） を も と に 作 成  
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都 継続 受 入 地

・ ／ 名        称 事業担当機関 事業内容

県 新規 (UCR呼称)

1 新規 渡良瀬川左岸河川敷 古河市鳥喰地先 36.162772, 139.696308
国土交通省
利根川上流河川事務所

一般堤防
最   終
受入地

10～2 要相談 700

2 継続 西
に し

の洲
す

・甘
あま

田
だ

入
い り

地区 稲敷市西の洲・甘田入地先
35.981459,140.410691
35.968286,140.413393

国土交通省
霞ヶ浦河川事務所

農地造成
最   終
受入地

4～3 20.0 700

3 継続 江戸川流山ヤード 流山市深井新田地先 35.906275,139.881680
国土交通省
江戸川河川事務所

一般堤防
最   終
受入地

5～2 20.0 700

4 継続 市川港 市川市千鳥町14番4 35.674111,139.930439 (株) サンドテクノ 林地造成 中継基地 4～11 3.0

昼間
6,300

夜間
6,500

5 継続 流山IC西部プロジェクト
流山市南字下谷654番1外、流山市下花輪
字上割586番1外

35.878597, 139.898796 （株）堀建設
物流施設及び
地域貢献施設
整備

最   終
受入地

4～3 23.6 5,050

6 継続 利根川右岸河川敷 羽生市稲子地先 36.193948, 139.542930 5～3 要相談

7 継続 渡良瀬川右岸河川敷 加須市伊賀袋地先 36.179759,139.690065 4～3 要相談

8 新規 建武
けんむばし

橋橋梁架換工事 入間市東藤沢１丁目及び下藤沢 35.823624, 139.412170
埼玉県
飯能県土整備事務所

道路整備
最   終
受入地

11～3 0.5 700

9 継続 三郷市番匠免
ばんしょうめん

三郷市番匠免1173-1 35.837112,139.872057 新里開発（株） 採石場復旧 中継基地 4～3 20.0

昼間
6,900

夜間
7,200

10 継続 さいたま市緑区寺山 さいたま市緑区寺山303 35.908569,139.709237 (株)祥和コーポレーション 採石場跡地 中継基地 4～3 31.0 5,750

11 継続 青梅地区（オ） 青梅市成木5-1390 35.825473,139.244317 4～3 1.2

12 継続 青梅地区（カ） 青梅市成木6-1-1 35.831798,139.233876 4～3 1.0

13 継続 青梅地区（キ） 西多摩郡日の出町大久野2650 35.748834,139.227228 4～3 14.5

14 継続 青梅地区（ケ） 青梅市成木8-868 35.824648,139.223092 4～3 2.5

15 継続 青梅地区（シ） 青梅市駒木町2-1320 35.778592,139.248358 4～3 6.0

16 継続 青梅地区（ス） 昭島市拝島町4-11-1 35.701873,139.344162 採石場復旧 中継基地 4～3 1.5 7,530

17 継続 八王子地区（２） 八王子市美山町388 35.696649,139.239291 4～3 25.0

1～3種
3,760

4種
8,850

18 継続 八王子地区（３） 八王子市美山町645 35.689318,139.244253 4～3 2.0

19 継続 八王子地区（５） 八王子市小津町2-3 35.677432,139.250778 4～3 17.0

20 継続
町田市相原町
（ﾊﾟﾝﾀﾞﾌｨｰﾙﾄﾞ）

町田市相原町字杉山1011 35.620867, 139.339063
屋外運動施設
築造工事

最   終
受入地

4～3 30.0 4,550

21 継続 八王子中継基地 八王子市片倉町1404 35.622995, 139.340092
屋外運動施設
築造工事

中継基地 4～3 10.0 9,250

22 継続 城南島
じょうなんじま

大田区城南島3-14 35.578299,139.777042 （株）大倉
砂利採取場
跡地整理等

中継基地 4～3 6.0 7,030

23 継続 横浜港（大黒
だ い こ く

ふ頭
と う

中継所） 横浜市鶴見区大黒ふ頭20番地 35.452280,139.694430

24 継続 横浜港（幸浦
さ ち う ら

中継所） 横浜市金沢区幸浦一丁目7番地 35.372660,139.65617

25 継続 横浜鈴繁
すずしげ

埠頭 横浜市神奈川区鈴繁町4 35.474331,139.646840 中央産業（株） 4～11 5.0 6,190

26 継続 大磯町大磯港 中郡大磯町大磯1398-3 35.305944, 139.316643 湘南綜合企画（株） 4～3 4.0 5,950

27 継続 横須賀市久里浜
く り は ま

港 横須賀市久里浜8-17-2567-62 35.221646,139.719384 （株）マルモリ 4～3 25.0 6,290

28 継続 厚木市下荻野 厚木市下荻野宮之浦1920 35.473708,139.324770 （株）大入物産 ゴルフ場造成
最   終
受入地

4～3 35.0 4,300

29 継続 秦野中井
は だ の な か い

IC南 中井町井ノ口2937番 35.352051,139.237831
秦野中井IC南区画整理組合・
諏訪土地改良区

区画整理
農地造成

最   終
受入地

4～3 25.0 4,050

30 継続 相模原市新磯野
あ ら い そ の

相模原市南区新磯野地先 35.519294,139.397775 相模原市 区画整理
最   終
受入地

7～2 0.5 700

山
梨

31 新規 一古沢
い っ こ さ わ

土地改良区 上野原市秋山426-3 35.582507, 139.121418 一古沢土地改良区 農地造成
最   終
受入地

4～3 要相談 3,840

32 継続 御殿場市神山
こ うや ま

御殿場市神山1916 35.237210,138.939990 (株)日動 ゴルフ場造成
最   終
受入地

4～3 0.8 4,550

33 新規 長泉町東野
な が い ず み ち ょ う ひ が し の

静岡県駿東郡長泉町東野字八分平655-1 35.187527, 138.844012 （株）BoaVista ゴルフ場造成
最   終
受入地

4～3 16.3 4,850

※市川港及び横浜鈴繁埠頭は11月から受入を一旦停止する予定

東京活用土協同組合

巴山興業（株）

採石場復旧
最   終
受入地

採石場復旧
最   終
受入地

２０２６年度  Ｕ Ｃ Ｒ 建 設 発 生 土 受 入 地 一 覧 表 ※下記単価は2026年6月1日以降の搬出から適用
（横浜港は4月1日から）

千
葉

受入単価
円/地山㎥
消費税除く

番
号

所　　　　　在　　　　　地 緯　度　・　経　度

茨
城

一般堤防
最   終
受入地

700

3,760

最終受入地
／

中継基地

受入土量
（万㎥）

受入時期
(月)

静
岡

埼
玉

東
京

砂利採取場
跡地整理等

中継基地

国土交通省
利根川上流河川事務所

神
奈
川

海面埋立
最   終
受入地

4～3 要相談

350
（円/ほぐし㎥）

別に横浜市
受入料金が

必要

横浜市港湾局

3,760



１種 ２種 ３種 ４種 改良土 溶出 含有

1 ○ ○
砂質土
粘性土

× 要相談 100 28項目 11項目 ○ ○ × × ○ ×

・

・

細粒分（0.075mm以下）が15%以上50%程度未満
（50％を超える場合は要相談）（注１）
河川内の運搬ルートにおいて、工事で設置予定の樋管水路
を横断する仮設橋を使用し運搬する必要があることから、
工事期間中（非出水期のみ）の受け入れとする。

2 × × ○
粘性土
火山灰質 × 10

28項目
＋

水素ｲｵﾝ
11項目 ○ ○ × × ○ ×

・

・

・

最大粒径10mm以下の砂質シルト等の建設発生土である
こと（10mmを超え40mm以下の場合は要相談。）
粒度調整土については土質状態によるので確認が必要。
（注１）
最終的に、受け入判断は、西の洲・甘田入土地改良区の理
事長が実際の土を確認の上、国土交通省が判断する。

3 ○ ○
砂質土
粘性土

× 要相談 100 28項目 9項目 ○ ○ × × △ ×

・ 粒径37.5mm以上の混入率が40%以内、細粒分
（0.075mm以下）が15%以上50%程度以下 （注１）

4 ○ ○ ○ × × 100
28項目

＋
水素ｲｵﾝ

2項目 × × ○ ○ × ○

・ 休日の受入については相談可。　(注２・３・４・５)

5 ○ ○ ○ × 石灰 100 28項目 2項目 × × ○ ○ × ×

・ （注２・４・５・６）

6

(土質立会実施）
○：全件について実施
△：土量等の条件により実施

7

8 ○ ○ ○ × × 20 28項目 9項目 ○ ○ × × △ ×

・
・

・
・

・

砂置換法による密度試験を求める。
道路土工-擁壁工指針-等のマニュアルに合致するもの（γ
=19kN/㎥，φ=30°，C=0kN/㎡）に限る。
受入れ可能時期は工種により断続的となる。
住宅密集地の現場であり運搬時は騒音等による周辺へ配
慮すること。
一日当り受入台数は最大１０台程度とする。

9 ○ ○ ○ × × 100 28項目 2項目 × × ○ ○ × ○

・ （注２・３・４・５・６）

10 ○ ○ ○ × 石灰 100 28項目 2項目 × × ○ ○ △ ×

・ 外環優先　(注２・４）

11 300

12 100

（注２）
　地質分析試験の有効期限は試料採取日から６ヶ
月間とする。

13

14

15

（注３）
　地質分析試験項目の各基準値の８割までを受入
可とする。
　ただし、最終受入地によるため事前に確認するこ

16 ○ ○ ○ × 石灰 300 27項目 9項目 △ × × × × ○

17 ○ ○ ○ 要相談 石灰 300

18

19

20 ×

・
・
・

改良土の受入に際しては、事前に相談が必要。
河川、湖沼等の水底土砂はダイオキシン試験を実施
八王子中継基地は夜間のみ受入

（注５）
　仮置土や浚渫土等は受入不可となる場合があ
る。

21 ○

22 ○ ○ ○ × × 100
28項目

＋
水素ｲｵﾝ

2項目 ○ △ ○ ○ × ×

・
・

・

休日の受入については要相談。（注２・３・４・５）
土質試験結果は、N値記載ボーリング柱状図、締め固めた
土のコーン指数試験結果、ポータブルコーン（コーン・ペネ
トロメーター）貫入試験結果のいずれかが必要
ダイオキシン試験について詳細を事前に確認ください。

（注６）
　別途計量証明書が必要

23

24

（注７）
　六価クロムの基準値は0.02mg/ℓ以下

25 ○ ○ ○ × × 100
28項目

＋
水素ｲｵﾝ

2項目 × × ○ ○ × ×

・
（注２・３・４・５）
中継基地の取り扱いは調整中

26 ○ ○ ○ × × 100
28項目

＋
水素ｲｵﾝ

2項目 ○ △ ○ ○ × ×

・
（注２・３・４・５・８）
土質試験結果は、N値記載ボーリング柱状図、締め固めた
土のコーン指数試験結果、ポータブルコーン（コーン・ペネ
トロメーター）貫入試験結果のいずれかが必要

（注８）
　最終受入地変更につき申請書類の様式注意

27 ○ ○ ○ × 要相談 100 28項目 × × × ○ ○ × ×

・ 試料採取は専門の機関（計量証明事業者）に依頼するこ
と。（注２・４・５）

28 ○ ○ ○ × 要相談 要相談 28項目 × × × ○ ○ △ ×

・ 受入れの可否は案件ごとに判断する。

29 ○ ○ ○ × 要相談 100
28項目

＋
水素ｲｵﾝ

11項目 × × ○ ○ △ ×

・
（注 ２・４・７）
１日当たりの台数制限あり。

30 × ×
粘性土

火山灰質 × × 75 28項目 9項目 ○ ○ ○ ○ ○ ×
・
・

（注２・４・５・６）
受入土量は１工事1,000㎥以上とする。
１日当たり台数制限あり。

31 ○ ○ ○ × 石灰 300 28項目 9項目 △ × × × × ×

・ 河川、湖沼等の水底土砂はダイオキシン試験を実施、
１日当りの台数制限あり

32 ○ ○ ○ ×
石灰

セメント 300 28項目 11項目 ○ × ○ ○ ○ ×

・ 改良土の受入は要相談

33 ○ ○ ○ ×
石灰

セメント 300 28項目 10項目 ○ × ○ ○ ○ ×

・ 改良土の受入は要相談

× × ×300 27項目 9項目 △ ×○ ○ ○ × 要相談

× × × ×

×△ ×○ ○ ○ × 石灰

×

石灰 300

27項目 9項目 △

○ ○ ○ ×

番
号

受入料金（土量×受入単価）と併せて、１申込毎に基本料金10,000円（消費税除く）が必要となります。

各受入地の条件等は変更する場合があります。ＵＣＲのホームページで確認するとともにＵＣＲ担当者に事前相談をするようにお願いします。

発生元
証明書

試料採
取調書

土質立
会実施

夜間
搬入可

土質条件

受入地毎の注意事項 注意事項等の内容

試験項目 その他項目 特記事項

受入可能土質 最大
粒径
(㎜)

地質分析
ダイオ
キシン

（注１）
　建設発生土利用基準において、河川築堤（一般堤
防）への用途に適した土質であること。
　同一土質区分の最低受入れ量は5,000㎥以上を
標準とする。  (5,000㎥未満は要相談）
　１日当たりの搬入台数は江戸川70台以上とす
る。（規定の台数未満の場合は要相談）
　改良土の受入に関してはUCR担当者に相談を要
する。（石灰系改良土が受入可能な場合、添加量は
30kg/㎥以下とするが、場合により受け入れられ
ないこともある）
ただし、霞ヶ浦は改良土の受入不可。
　放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重
点調査地域に指定されている自治体から搬出する
場合は、空間放射線量の測定を行うこと。

（注４）
　試料採取位置等について、事前に相談が必要。
　発生土砂の対象区域が確認できる図面（平面図、
断面図、ボーリング柱状図、地質想定図等に着色
等）他の資料が必要。ただし、必要となる図面及び
資料は事前に確認、相談すること。

(土質条件)
　要相談：改良材種類、時期、土量、土質性状によっ
ては、受入が可能。
　セメント改良土は、建設省技調発第48号による
六価クロム溶出試験を実施すること。
　中性無機系、石膏系、高分子系、スラッジ系改良
土、シールド工事の分級土は公共受入地（事業担当
機関が国土交通省、自治体等の箇所）では受入が
出来ない。（民間受入地での受入については個別に
相談のこと。）

○ ○
砂質土
粘性土

× 要相談 100 28項目 11項目 ○

・
・
・

・
・
・

× × ×

300

27項目 9項目

土質
試験

（地質分析）
　溶出28項目：平成3年8月23日環境庁告示第
46号に定める項目
　溶出27項目：上記から1,4-ジオキサンを除いた
項目
　含有9項目：平成15年3月6日環境省告示19号
に定める項目
　含有2項目：平成3年8月23日環境庁告示第46
号に定める農用地（田に限る。）の項目（砒素、銅）
　含有11項目：上記9項目＋2項目

100

・

受入土量は要相談（ただし500㎥以上を標準とする。）
公共系建設発生土に限る。
改良材は石灰系・セメント系は不可、使用可能な改良材は
要相談。
試験項目、その他詳細は、横浜市港湾局及び横浜港埠頭株
式会社の定める該当年度の「建設発生土受入手続」によ
る。
1日あたり台数制限あり。

別の定め
による

別の定め
による

別の定め
による × × × × △

・
・
・

・

・

○ × × ○ ×

細粒分（0.075mm以下）が15%以上50%程度未満
（50％を超える場合は要相談）（注１）

改良土の受入は要相談とし、原則として現場立会を実施
河川、湖沼等の水底土砂はダイオキシン試験を実施
八王子地区（２）、（３）、（５）への搬入車両は、八王子砕石協
会に登録されているものに限る
受入地毎に１日当たりの台数制限あり
青梅地区（ス）は夜間のみ受入
八王子地区（2）への4種の受入に際しては事前相談が必
要。

○ ○ 要相談○ ○



－ 10 － 

第Ⅰ章 発注機関の皆様へ 
 

１ ＵＣＲ受入地を利用できる発注機関 

( 1)  国及び 地方自治体 等（ 都県、 区市町村及 び関連す る 公社等）  

( 2)  特殊法 人、 独立行 政法人、 国 立大学法人  

( 3)  公益企 業（ 鉄道、 電気、 通信 、 ガ ス 、 学 校教育法 に よ る 学校 等）  

( 4)  土地区 画整理組合 、 市街地再 開発組合等  

( 5)  そ の 他 、 事業内容 に 公共、 公 益性が 認め ら れ る 工 事を 実施す る 機関 

( 6)  民間企業（ 発注元又は 元請施工 業者が 当社 の 出資会社 の 場合等（ 1件あ た り

1千㎥ 以上に 限 る ））  

 

２ ＵＣＲ受入地利用の申込方法 

(1) 「ＵＣＲ利用調整会議」での申込み 

公共 工事の 場合 に は 、 Ｕ Ｃ Ｒ 受入地の 利用を 調 整する た め に 「 Ｕ Ｃ Ｒ 利用調

整会 議」 が お か れ て い ま す。  

「 Ｕ Ｃ Ｒ 利用調整会議」 は原則と し て 毎年 11 月に 1 回目を 開催、 Ｕ Ｃ Ｒ 受入地

リ ス ト を 各構成機関に提示し て いま す。 そ のリ ス ト に基づき 利用希望を 募り 、 調整

のう え 搬入工事ご と にＵ Ｃ Ｒ 受入地を 決定、 3 月に開催する 2 回目の調整会議でお

知ら せし て いま す。  

 

 

 

 

 

(2) 「ＵＣＲ利用調整会議」対象以外での申込み（随時） 

『「 Ｕ Ｃ Ｒ 利用調整 会議」 で の 調 整が な さ れ な か っ た 公 共工事』 及び『 民間 工

事』 に つき ま し て は 、 事 前に 当社ホ ーム ページ や当社への お問い 合 わ せ に よ り

Ｕ Ｃ Ｒ 受入地 の 最新情報 を ご 確認く だ さ い ま す よ う お願い し ま す。  

ま た 、 工事発注 前に 直接ご 相談い た だ け れ ば、 Ｕ Ｃ Ｒ 受入 地の 最新情 報を 確

認の う え 、 建 設発生土の 受入れ が 可 能か 調整さ せて い た だ き ま す。  

相談窓口は、「首都圏課 TEL 03－ 6205－ 8347」です。 

 

３ ＵＣＲ受入地の利用条件 

Ｕ Ｃ Ｒ 利用の全体フ ロ ーを 参照のう え 、 利用手続き を 進めて く ださ い。 工事請負者

には、 契約後速やかにＵ Ｃ Ｒ に連絡し 、 事前に搬入土量や時期、 試験方法等について

調整する よ う 指示を お願いし ま す。  

受入地、 土質、 搬入方法について は、「 Ｕ Ｃ Ｒ 建設発生土受入地一覧表（ p. 8～9）」

を ご 覧く ださ い。  

受入料金は、受入地によって異なります。 

「 Ｕ Ｃ Ｒ利 用 調 整 会 議 」の 構成 機 関 は 、東 京都 、神 奈 川 県 、埼 玉 県 、横 浜 市 、川 崎 市 、

さ い た ま 市、相 模 原 市、（ 独 ）都 市 再 生 機構 、東 日本 高 速 道 路（ 株 ）、中 日 本 高 速 道 路（ 株 ）、

首 都 高 速 道路 （ 株 ） 及 び （ 株 ） 建 設 資 源 広 域利 用 セ ン タ ー （ Ｕ Ｃ Ｒ ） で す 。  

事務局は、（株）建設資源広域利用センター（ＵＣＲ）におかれています。 
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４ 発注工事の請負契約上の措置のお願い 

( 1)  請負工事契 約の特記仕様書な ど に 、「 搬入する Ｕ Ｃ Ｒ 受入地 」 の 場所、「 土量」、

「 受 入単価」、「 試験に 関 する 事項」 な ど の条件を明記し て く だ さ い 。  

( 2)  工事の 積算額の 中に 、「ＵＣＲ受入地までの運搬経費」、「ＵＣＲ受入料金（基

本料金＋（受入単価×土量））」、「試験費用」（未実施の場合）を 計上し て く だ さ い 。  

(3) ＵＣＲ受入地は工事間利用を基本としていますので、土砂搬入申込み後、受

入先との協議等に所定の日数を必要とします。土質試験・受入地協議・条例上の

手続・発券手続期間を考慮した余裕のある発注を心掛けてください。（p.18 参照） 

( 4)  盛 土 規 制 法 の 施 行 や 資 源 有 効 利 用 促 進 法の 省 令 改 正 な ど 建 設 発 生 土 の 搬 出 先

の 明 確化等の 取 組が 強く 求 め ら れ て い ま す。  

  工事 発注に あ た り 、 搬出先を 指 定する 等の 指定利用等 の 実施や 運搬・ 処分費等

適切 な 積算を 行 う こ と な ど の 徹底を お 願い し ま す。  

  詳し く は 、 巻末の 国土 交通省チ ラ シ（ 公共工事等 発注者の み な さ ま へ ） を ご 覧

く だ さ い 。  

 

５ 工事請負者への証明書類の交付 

公共 工事の 発注 機関の 皆様 に は 、 工事 の 請負者が 、 Ｕ Ｃ Ｒ 利 用申込みに 際し て 必

要と な る 下記 の 事項の 確 認及び証明 を お願い い た し ま す。  

 

(1) 土砂搬入申込書の事実確認及び証明 

（監督員の記名、押印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監 督 員 
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(2) 土砂搬入完了精算書の事実確認及び証明 

（監督員の記名、押印） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 土質不適合、設計変更時等の措置 

Ｕ Ｃ Ｒ 受入地で は、 そ れぞれの受入地ご と に 「 受入事業者と 協議し て 定めた 受入 基

準」 があ り ま す。 そ の 基準に適合し た 「 申込 書に 記載の 建設発生土」 に 限り 搬入で き

ま す。  

・ＵＣＲが搬入を承諾し、ＵＣＲ受入地に建設発生土の搬入を開始した後であっても、

受入基準に適合しないことが判明した場合には、今後の搬入をお断りし、搬入済みの

土砂についても回収していただきます。 

・ 設計変更や受入基準に 適合し な い な ど の 理由に よ り 、 搬入土量が 変更と な る 場合

は 、搬入申込の 変更又は 搬入完了精算の 手続が 必要と な り ま す。（ p. 36、p. 42参照） 

 

監 督 員 
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７ ＵＣＲ利用の全体フロー 
 

 

 

 

 
 
 

ＵＣＲ 

利用調整会議 
 
 

 

 

 

 

※ＵＣＲ受入地をご利用頂くには、事前の登録が原則です。 
※調整会議に提示されなかった工事案件については個別にご相談願います。 

 
 
工 事 発 注 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

土砂搬入申込 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

土 砂 の 搬 入 
 

 

 
 

 

 

 

搬 入 の 完 了 

 

 

 

搬入申込者（請負者）発 注 機 関 

②ＵＣＲ受入地の利用希望 
（工事案件毎） 

①受入地（一覧表、地図）
を提示 

③工事毎の受入地名と 
ＵＣＲ工事番号を提示 

④工事毎の受入地を確認 

⑤工事を発注 
・p.8～9「受入地一覧表」

から受入条件等を確認し

てください。 

・ＵＣＲ受入地までの運搬

経費、受入料金、必要な

試験費用（未実施の場合）

を計上してください。 

⑥請負契約 

⑦事前の調整 
⑧受入地の確認 
 試験方法等の案内 

⑨受入地毎に指定され
た試験の実施 
申込書類の作成 

⑩申込書類の確認、証明 
・土量、土質、試験結果等 
記載内容の確認、押印 

⑪搬入申込・発券申請 
⑫申込書の受理・審査 
・回答までに受入地により

１～３週間を要します。 

⑬申込承諾・入金案内 ⑭受入料金の支払い 

⑮土砂搬入管理券等
の発券、送付 

⑯土砂の搬入 
・受入地へ搬入予定を連絡 
・土量増、工期延伸の場合は 
は変更申込をしてください。 

⑰土砂搬入完了 
・土砂搬入完了精算書（管理券が

残った場合） 

・土砂搬入完了確認依頼書（ＵＣ

Ｒの確認書が必要な場合） 

・土砂搬入完了届（申込土量の搬

入が完了し、ＵＣＲの確認書が

不要な場合） 

⑱（完了精算書の還付
申請により、） 
受入料金の還付 

⑲（土砂搬入完了確認依

頼書の提出により、） 
土砂搬入完了確認書
の発行（３～５日） 

※申込のフローについての詳細は、p.19の 

「搬入申込みのフロー」を参照してください。 

Ｕ Ｃ Ｒ 
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工事間利用で注意し て頂く こ と （ 搬出側）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①次の条件を 考慮し て実施レベルの施工計画を 策定し てく ださ い。  

ａ ） ス ケジュ ール（ 地元調整・ 警察協議等も 考慮し てく ださ い。）  

ｂ ） 土量（ 総量・ 日量）  

ｃ ） 土質（ 複数の土質があれば考慮し てく ださ い。）  

 

②実情にあった発注計画を 行っ てく ださ い。  

ａ ） 予算 

ｂ ） 地元調整 

ｃ ） 現場状況 

 

③計画変更が生じ た場合は、 速やかに連絡し てく ださ い。  

発注の中止・ 遅延などの計画変更が生じ た場合。  

 

 

 

 

１．受入工事は残土処分地ではありません。 
２．受入側は建設発生土(材料)が無ければ工事ができません。 

１．受入工事（現場）は残土処分地ではありません。 
 

◇ 常時受け入れら れる わけではあり ま せん。  

◇ 必要量し か受け入れま せん。  

◇ 土質条件を満足する土し か受け入れま せん。  

２．受入側は建設発生土（材料）が無ければ工事ができません。 
 

◇ 受入側にと って建設発生土は材料です。  

◇ 必要とする時期に必要量を受け入れま す。  

◇ 使用目的によ り 定めら れた土質条件があります。  

上記の事柄を 念頭

に事前登録を 行っ

てく ださ い。  

調査票をも と に割り 振り
を行います。  
十分調整のうえ作成して
ください。 

事前調整さ れながら 発注
さ れない工事が多数あり
ま す。 無理の無い発注計
画を… 

搬入の中止や土量の減少、
搬入時期の遅れなどは受
入側に多大な損害を与え
ます。 

河川の築堤材、区画整理
の盛土材や採石、骨材採
取跡地等の復旧用材等
と し て使用。  
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第Ⅱ章 請負者の皆様へ 

（ＵＣＲ受入地への搬入を申し込まれる皆様へ） 

 

１ 搬入申込みの手続と手順 

 

(1) 申込みに先立って 

①設計図書でＵＣＲ受入地名を確認し 、 必ず事前にＵＣＲ担当者ま でご連絡く ださ い。 試

験項目などの確認をさ せていただき ま す。  

（ 連絡先； 首都圏課（ 代表） TEL 03-6205-8347）  

事前の連絡・確認がない場合には、搬入をお断りすることもあります。 

②「 ＵＣ Ｒ 建設発生土受入地一覧表（ p. 8～9） 」 やホームページから も 、 必要な試験項目、

提出書類を確認でき ま す。  

③ホームページからは、必要な様式がダウンロードできます。 

④下書きした書類をＵＣＲ担当者にＦＡＸやメールにて送付し てく ださ い。 記載内容を確

認いたし ま す。  

⑤確認後、会社代表者印を押印のう え、発注機関の監督員の確認・押印を受けてく ださ い。  

※下書き 確認を受けずに会社代表印や発注機関監督員の押印を受ける と 、 書類に修正が

生じ た場合は、 こ れら の印を再度押印し ていただく こ と になり ます。  

※確認のため、 施工体系図の提出を求める 場合があり ます。  

 

 

(2) ＵＣＲへの申込み及び発券申請（搬入申込者） 

搬入申込者（ 請負者） は、 発注機関の担当者に記入内容の確認を受けた「 土砂搬入申込書」

（ 様式１ ） 及び「 発券申請書」（ 様式４ ） に、 必要な書類を添えて、 ＵＣ Ｒ へ原本を１ 部郵送

し てく ださ い。  

 

 郵送先 〒105-0001 

     東京都港区虎ノ 門一丁目２ 番３ 号 虎ノ 門清和ビル 11 階 

     ( 株)  建設資源広域利用センタ ー 受入地担当 宛 

 

 

( 3)  土砂搬入承諾書の送付及び入金案内（ ＵＣ Ｒ ）  

ＵＣ Ｒ は、「 土砂搬入申込書」「 発券申請書」 他を確認した後、「 土砂搬入承諾書」 及び入金案

内を搬入申込者あてにＦ Ａ Ｘ によ り 送付し ま す。  
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(4) 受入料金の支払い（搬入申込者） 

・ 搬入申込者は、「 発券申請書」 に記載さ れた受入料金を、 支払予定日を目安に入金案内

記載のＵＣ Ｒ 指定金融機関口座に払い込んでく ださ い。  

・ 銀行振込手数料は、 利用申込者がご負担く ださ る よ う お願いし ま す。  

・ 銀行振込を行う 際には、 振込依頼書に「土砂搬入承諾書」又は入金案内に記載の「承諾

番号」を必ず記入してください。 

※ 承諾番号の未記入や誤記載があり ま すと 、 入金の確認ができ ず、「 土砂搬入管理券」

の発行ができ ない場合があり ます。  

 

(5) 入金の確認（ＵＣＲ） 

入金については、 Ｕ Ｃ Ｒ から 金融機関へ問合せする こ と によ り 確認し ま すが、 通常、

入金の翌営業日と なり ま す。  

 

(6) 土砂搬入管理券等の発行及び送付（ＵＣＲ） 

・ Ｕ Ｃ Ｒ は、 入金確認後、 土砂搬入承諾書（当社代表印あり）、発券明細書、土砂搬入

管理券、受入地通行証及びその他搬入に必要な書類等を 発行し 、搬入申込者に宅配便

によ り 送付し ま す。（ 当社での直接受取も 可能です。）  

・ 土砂搬入管理券を分割購入する 場合は、「 分割発券申請予定表」 を提出のう え、その都度「 発

券申請書」 を提出してく ださ い。  

 

(7) 受入地への土砂の搬入（搬入申込者） 

・ 搬入申込者は、 ＵＣ Ｒ 受入地管理事業者（連絡先は、土砂搬入承諾書の下段に記載して

います。）と 搬入工程の調整をし てく ださ い。 受入地によ っては、「 週間搬入予定表」 の

提出が必要な場合があり ま す。  

・ 土砂は、ＵＣ Ｒ 受入地に設けら れた受付ゲート で、ダンプ１ 台ごと に「土砂搬入管理券」

（Ａ・Ｂ券）を提出し たう えで、 搬入し てく ださ い。  

・「 土砂搬入管理券」 は、 切取線によ り Ａ 券と Ｂ 券に分かれており 、 使用する 前に既に切

り 離さ れた券は、 使用する こ と ができ ま せん。（ 異なる 様式の土砂搬入管理券を使用す

る 受入地も あり ま す。）  

・ 券には、 事前にバーコードが印刷し てあり ま す。 バーコ ード は、 機械処理し ま すので、

折り 曲げたり 、 汚し たり し ないでく ださ い。  

・ 管理券及び通行証は、 工事の請負契約工期内であれば利用できます。 

 （ 工期延伸が生じ た場合は延伸前工期の２週間前までに土砂搬入申込書によ り 工期延伸

の手続き を行ってく ださ い。）  
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(8) 土砂搬入完了書類の提出（搬入申込者） 

搬入申込者は、 土砂搬入完了後、２週間以内に「土砂搬入完了精算書」（申込土量より搬

入土量が下回った場合、様式９）又は「土砂搬入完了届」（様式 10）を必ずＵＣＲに提出

してください。 

「 土砂搬入完了確認依頼書」（ 様式 11） を提出する 場合は「 土砂搬入完了届」 の提出は

不要です。  

ま た、 お貸し し た「受入地通行証」は全て返却してください。 

 

(9) 土砂搬入完了確認書の発行（ＵＣＲ） 

ＵＣ Ｒ は、「土砂搬入完了確認依頼書」が提出された場合、搬入が完了したことを証す

る「土砂搬入完了確認書」（p.62 参照）を発行します。 

 

(10) 注意事項 

・ 審査等に必要な標準的な処理日数（ 申込に必要な書類がＵＣ Ｒ に届いてから 承諾の可

否判定を搬入申込者に伝える ま での標準的な期間） は次頁の表のと おり です。ＵＣ Ｒ

内審査の他に、最終処分地のある 県条例によ る 手続き などＵＣ Ｒ 外審査が必要と なる

受入地は、 土砂の搬入開始予定日を踏ま え、 余裕をも った申込み（ 変更申込みを含み

ま す。） をお願いし ま す。  

・ 横浜鈴繁埠頭、 横須賀市久里浜港、 大磯町大磯港、 秦野中井Ｉ Ｃ 南、 相模原市新磯野を

利用さ れる 、神奈川県及び同県内市町村発注工事（ 政令市を除く ）に関する 搬入申込は、

神奈川県都市整備技術センターが窓口になります。 

（https://www.toshiseibi.or.jp） 

建設発生土搬入整理券の発券申請システムで申請してください。 

（https://toshiseibi.or.jp/kensetsuhasseidohakkenshinsei/） 

※搬入申込みの際は、 最終受入地のある 自治体が所管する 土砂条例等に基づく 届け出

書類について、各地区における 建設発生土連絡協議会に内容の確認を受けて下さ い。 

 

(11) 法令改正に伴う対応 

建設発生土の搬出先の明確化等の取組と し て、 資源有効利用促進法の省令改正によ り 搬出

先の盛土規制法の許可等の確認や搬出後の土砂受領書等の確認が義務付けら れまし た。  

こ れによ り 、 一定規模以上の工事を施工する 場合の再生資源利用促進計画等の作成及び工

事現場での掲示、 建設発生土の搬出後の受領書の確認及びその写し の保存などが必要と なり

ます。  

また、 ＵＣ Ｒ では、 ＵＣ Ｒ 受入地で発行する 受領書の作成を支援し ています。  

詳し く は、 巻末の国土交通省チラ シ（ 元請業者のみなさ まへ） をご覧いただき 、 適切な対

応をお願いし ます。  

https://www.toshiseibi.or.jp
https://toshiseibi.or.jp/kensetsuhasseidohakkenshinsei/
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標準的な事務処理日数表 

 

 

参考①： 最終受入地が千葉県内のため、 千葉県や関連市の土砂条例等に基づく 手続き が必要

と なり ま す。  

参考②： 最終受入地が栃木県内のため、 栃木県の土砂条例等に基づく 手続き が必要と なり ま

す。  

参考③： 最終受入地が和歌山県内のため、 和歌山県の土砂条例等に基づく 手続き が必要と な

り ま す。  

 

※ これらの標準的な事務処理日数は、案件や協議時期によってより多くの日数を要するこ

とがあります。 

 

Ｕ Ｃ Ｒ 内審査  ＵＣ Ｒ 外審査 

1 週間 

（ 全受入地）  

２ 週間 千葉県等土砂条例手続き  
市川港（ 中継基地）、 大磯港（ 中継基地）      参考① 

横浜鈴繁埠頭（ 中継基地）、 城南島（ 中継基地）  

１ 週間 

栃木県土砂条例等手続き  三郷市番匠免（ 中継基地）             参考② 

和歌山県土砂条例等手続き  横須賀市久里浜港（ 中継基地）           参考③ 
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２ 搬入申込みのフロー 

 

 

 

 
 

事 前の 調整 

 

 

 

・工事平面図、断面図、土質等の資料             ・受入事業者と搬入可能時期や受入条件 

    ・搬入希望受入地の伝達（p.8～9 受入地一覧参照）       を確認 

    ・必要書類の確認（p.24～26 参照） 
 

 

 

 
    ・試料採取、分析を分析機関等に依頼             ・受入地に対応する試験方法（試料採取 

    ・申込時の提出書類をＵＣＲホームページから          の位置や深さ、試験項目等） 

ダウンロードし、記載例を参考に下書き           

 

 

 
 

    ・ＦＡＸやメールなどにより送付               ・下書き内容を確認し、修正項目を連絡 

                                  ・修正がなければ原本の提出を依頼 

   地質分析等試験結果の判明後 

 

 
 

    ・土砂搬入申込書、工事位置図、運搬経路図、         ・ＵＣＲによる審査 

     土砂搬入計画表、分割発券申請予定表、発券         ・受入地所在自治体または受入事業者に 

     申請書、地質分析（濃度）結果証明書（試料          よる審査 

     採取位置図、採取状況写真）                ・標準的な処理期間については p.18 参照 

    ・その他受入地毎に必要な書類（p.24～26 参照）                   

受入条件に適合する場合
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     ・ＵＣＲ指定金融機関へ入金 

（振込手数料は申込者負担） 

 

 
 

                                  ・入金確認は通常、入金の翌営業日です。 

                                  ・土砂搬入管理券は宅配便で送付します。 

                                   （直接来社による引き取りも可能です。） 

搬入申込者（請負者） Ｕ Ｃ Ｒ 

受入地の確認 

受入地、試験方法を 

お知らせ 

試験方法の調整、 

試 験 の 実 施 、 

申込書類の下書き 

下書きした申込書類を送付 下書き申込書類のチェック 

土砂搬入申込書の原本１部を提出 

（郵送もしくは来社） 
申込受理、審査 

土砂搬入承諾書、入金案内 

の送付（ＦＡＸ） 

受入地料金の支払（振込） 

入金確認後、土砂搬入 

管理券等を送付 

土砂搬入管理券等を受領後、

受入地へ搬入予定を連絡、 

日程調整を行い、土砂搬入 

事前相談（電話または来社等） 
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３ ＵＣＲへの提出書類 

p. 24～26「 Ｕ Ｃ Ｒ 受入地別提出書類一覧表」 を 参照の う え 、 必要な 書類を 提出し て

く だ さ い。  

全受入地共通で必要な書式 

① 土砂搬入申込書（様式１） 

・ 利用申込者が 記入し た 後、 発注機関の 監督員の確認、 押印を 受け て く だ さ い 。 

・ 土 砂の 平均単 位体積重量は 1.8t/㎥と し ま す。  

 これより大きな値を用いる場合は申込前に事前相談を し て く だ さ い 。  

 そ の 場合の 平均 単位体積重 量に つい て は 、 発注者、 受入地 、 Ｕ Ｃ Ｒ な ど の 立

会確 認等に よ り 決定い た し ま す。  

・ 土 量の 増や工 期延伸に よ る 変更の 場合も こ の 書式を 提出 し て く だ さ い 。  

 

（添付図書） 

○Ａ 工事位置図（Ｓ＝1／2,500 程度）  

搬出工 事場所が 分 か る 位置図 を 添付し て く だ さ い 。  

○Ｂ 運搬経路図（Ｓ＝1／25,000 程度）  

搬出 工事場所か ら Ｕ Ｃ Ｒ 受 入地ま で の 経路図を 作 成し て く だ さ い 。  

 

② 土砂搬入計画表（様式２） 

各月ご と の 搬入予定 を 記入し て く だ さ い 。  

 

③ 分割発券申請予定表（様式３） 

土砂搬入 管理券の 発 券を 分割で 申請する 場合に の み 提出し て く だ さ い 。  

 

④ 発券申請書（様式４） 

・ 土砂搬入管 理券は 、 ダ ン プ １ 台当た り の 積載重量 に よ り 10t 、 4t 、 3t 、 2t の

４ 種 類の 券種が あ り ま す。  

 上記 以外の 積載 重量の 車両 に つい て は 券種を 組み 合わ せて 発 券し ま す 。  

  12t 車 の 場合、 10t 車券 と ２ t 車券  

  ８ t 車 の 場合、 ４ t 車券 ２ 枚（ 城 南島で は ８ t 車 券を 発行）  

  ７ t 車 の 場合、 ４ t 車券 と ３ t 車券 

・ 利 用申込者は 、「 土 砂搬入管理 券」 の 必要 枚数を 、 券 種別に 「 発券申請書 」

に 記 載し 、 申請 し て く だ さ い 。  

 ※ 受入地によっては、受入れができない積載重量の車両がありますので、

事前にＵＣＲ担当者に確認してください。 
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・ 管 理券１ 枚（ ＝ダ ン プ 1 台） 当 た り の 積載 土量は 次 の と おり と し ま す。  

 10t 車…5. 27 ㎥、 ４ t 車…2. 22 ㎥、 ３ t 車…1. 66 ㎥、 ２ t 車… 1. 11 ㎥ 

「 平均単位体 積重量」 が 1.8  t/㎥より大きくなる場合は 、 次式に よ り 求め た

値 と し ま す。 なお、この場合は根拠資料を用意の上、ＵＣＲ担当者に事前相

談してください。  

積載土量 （ ㎥） ＝ 車種別 積載重量（ ｔ ） ÷ 土の 単 位体積重量 （ ｔ ／㎥）  

小数第三 位以下は 切 り 捨て ま す 。  

 

⑤ 地質分析（濃度）結果証明書（様式 5-1）（様式 5-2）（様式 5-3）（様式 5-4） 

※受入地により様式が異なります。 

  ※「横須賀市久里浜港」受入地は土壌検査結果証明書と表示（別途、担当者に事前相談を）。 

・ 地質分析（ 濃度） 試験を 実施し 、 地質分析（濃度）結果証明書（ 計量証明事業者

の登録番号に濃度と 記入） を 提出し て く ださ い。（溶出試験 28 項目（一部受入地

は 27）は必須。）（ 詳細は、「 特定有害物質等試験項目一覧表」 p. 44～48 参照）  

・ 水素イ オ ン 濃度の 測定を 義務づけ て い る 受入地も あ り ま すの で 、 Ｕ Ｃ Ｒ 担当

者に 確認し て く だ さ い 。  

・ 試験を実施する前に掘削する部分の工事平面図や標準断面図をご用意の上、

ＵＣＲ担当者までご相談ください。  

・ 地質分析（ 濃度） 試験の 試料採取に あ た っ て は な る べく 試験を 実施する 専門

の 機関に 依頼し て く だ さ い 。（「 横須賀市久里浜港」 受入地の 試料採取に つい

て は 専門機関に よ る 実施が 義務づけ ら れて い ま す。）  

・ 試験の 実施は 、 専門の 機関（ 計量証明事業者（ 濃度） ） に 依頼し て く だ さ い 。 

・ 三郷市番匠免は 、 計量証明事業者が 発行する 「 計量証明書」 の 添付が必要で

す。  

・ 地質分析（ 濃度） 結果証明書の 有効期間は 、 受入地毎に ６ ヶ 月～２ 年以内と

定め ら れて い ま すの で 、 Ｕ Ｃ Ｒ 担当者に 確認し 、 有効期間内に 提出し て く だ

さ い 。  

な お 、 最 終処分地 が 千葉県、 栃木 県等の 受入 地の 地質分 析（ 濃度） 結果証 明

書の 有効期間は 、 検査試料 採取日か ら 原則６ ヶ 月 以内と な っ て い ま す 。  

（ Ｕ Ｃ Ｒ 建 設 発 生 土 受 入 地 一 覧 表 の「 受 入 地 ご と の 注 意 事 項 」 p. 8～9 参照） 

 

（ 添 付図書）  

○Ａ  試料採取位置図 

試料採取位 置を 記入し た 平面図や 断面図を 添付し て く だ さ い 。  
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○Ｂ  試料採取状況写真 

試料採取 状況写真（ カ ラ ーで 鮮明な も の 。 カ ラ ーコ ピ ー可） を 添付 し て

く だ さ い 。 地質分析（ 濃度） 試験の 試料採取方法及び写真撮影は p. 49～55

を 参照し て く だ さ い 。（実施にあたっては必ず、ＵＣＲ担当者に事前相談し

てください。）  

 

⑥ 土砂搬入完了届（様式 10） 

搬入 申込土量全 量の 搬出が 完了し た 場 合に 提出し て く だ さ い 。「 土砂搬入 完

了確 認依頼書」 を 提出する 場合は 不要 で す。  

 

⑦ 土砂搬入完了精算書（様式９） 

発注 機関の 設計 変更や土質 等の 受入条 件が 合わ な い 等の た め 、申込土量 よ り

搬入 土量が 減と な っ た 場合 に 提出し て く だ さ い 。  

未使 用の 土砂搬 入管理券が あ る 場合は 、 受入料金 の 還付が で き ま す。  

土砂 搬入完了精 算書を 受理 し て か ら 30 日以 内に 利用申 込者が 指定 する 銀行

口座 へ精算金額 を 振り 込み ま す。  

※  受入料金の還付を受ける場合、公共機関（p.10 発注機関の(1)～(3)）の

発注工事にあっては発注機関の確認が必要です。 

※ 未使用 の 土砂搬入 管理券も 返 却し て く だ さ い 。  

 

⑧ 土砂搬入完了確認依頼書（様式 11） 

「 土砂 搬入完了確 認書」 の 発行を 希望 する 場合に 提出し て く だ さ い 。  

 

⑨ 仮置場使用確認書（様式 13） 

やむを 得ず掘削後 に 直接受 入地に 搬入 せず、工事現場外 に 仮置場を 使用する

場合 は 提出し て く だ さ い 。  

 

受入地によっては必要となる書式 

⑩ ダイオキシン類試験結果証明書 

・ 試験を 実施する 場合は、 専門の機関（ 特定計量証明事業者） に依頼し て く ださ い。 

・ 提出書類は 、「 特定濃 度計量証明 書」 又 は 、「 試験成績 書と 特定 計量証明事 業

者 認定証の 写 し 」 で す。  

 

⑪ 土質試験結果 

土粒 子の 密度試 験、 土の 含水 比試験、 土 の 締固め 試 験、 締固 め た 土の コ ーン

指 数 試 験 等 の 土 質 試 験 が 必 要 な 受 入 地 が あ り ま す 。（「 Ｕ Ｃ Ｒ 建 設 発 生 土 受入

地一覧表」 p. 8～9及び p. 43参照 ）  
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⑫ 運搬車両一覧表（様式 12） 

搬入 車両の 確認 、 交通規 制の 実施等 の た め に「運搬車両一覧表」を 提出し て

い た だ く 受入地 が あ り ま す 。  

受入 地に 建設発 生土を 搬入 する ダ ン プ を 全て 記載 し て く だ さ い 。  

（様式 12）青梅地区、八王子地区、秦野中井ＩＣ南、相模原市新磯野 

 

⑬ 土砂等発生元証明書（様式 6-1）（様式 6-2）（様式 6-3）（様式 6-5） 

（様式 6-6）（様式 6-7） 

 

⑭ 検査試料採取調書（様式 7-1）（様式 7-2）（様式 7-3）（様式 7-5） 

（様式 6-1）（様式 7-1）を提出：市川港、横浜鈴繁埠頭、城南島、 

厚木市下荻野、大磯港、相模原市新磯野 

（様式 6-2）（様式 7-2）を提出：三郷市番匠免、さいたま市緑区寺山 

（様式 6-3）（様式 7-3）を提出：横須賀市久里浜港 

（様式 6-5）（様式 7-5）を提出：秦野中井ＩＣ南 

 

⑮ 工期・土量変更証明書（様式８） 

⑬の 書類 を 提出し て い て 、 工期 や発 生土量に 変更が 生じ る 場合は 、 変更後

の ⑬に 添 付し て 提 出し て く だ さ い 。（ 記載内容 に つい て は ご 相談願い ま す。）  

 

４ 留意事項 

悪天候、 突発的事故、 受入地の搬入状況等によ り 受入ができ な い場合には、 受入を 停

止又は制限せざ る を 得な い場合があ り ま すので、 Ｕ Ｃ Ｒ 受入地の受入担当者と の連絡調

整を 十分にお願いし ま す。  



－ 24 － 

５ 受入地別提出書類一覧表 

UCR 受入地提出書類一覧表 
●…提出を必須とする書類、○…必要に応じて提出する書類 

 土砂搬入申込 
分割発 

券申請 

２回目 

以降 

土砂搬入完了 

備考  及び発券申請 
工期延 

伸変更 

全量 

搬入 

減量 

搬入 
 新規  

増量 

変更 

■全受入地共通        

土砂搬入申込書（様式１） ● ● ●    HPよりダウンロード可。 

□工事位置図 ●       

□運搬経路図 ●       

土砂搬入計画表（様式２） ● ● ●    HPよりダウンロード可。 

分割発券申請予定表（様式３）  ○ ○  ○    〃  

発券申請書（様式４） ● ●  ●    〃  

地質分析（濃度）結果証明書  
（様式 5-1、5-2、5-3、5-5、
あるいは 5-4）  

●  ○   ○    

〃  

受入地により様式が異な

ります。分析は原則とし

て試料採取日又は翌日に

専門機関に依頼してくだ
さい。 

□試料採取位置図（平面図） ● ○  ○    

採取深さを記載願います。 

横浜鈴繁埠頭、大磯町大

磯港、横須賀市久里浜港、

秦野中井 IC 南について

は、断面図も提出してく

ださい。 

□試料採取状況写真 ● ○  ○     

土砂搬入完了届（様式 10）     ●※  HPよりダウンロード可。 

土砂搬入完了精算書（様式９）       ●  〃  

土 砂 搬 入 完 了 確 認 依 頼 書

（様式 11）      ○  ○  

〃  

ＵＣＲからの土砂搬入完

了確認書が必要な場合
に提出してください。 

仮置場使用確認書（様式 13） ○  ○  ○    
 

HPよりダウンロード可。 

制限のある受入地があ
ります。受入地担当者に

確認願います。 

※土砂搬入完了届は土砂搬入完了確認依頼書を提出する場合は提出不要です。 

全受入地共通の書類に加え、次の受入地では記載の書類が必要となります。 

■江戸川河川事務所の受入地、利根川上流河川事務所の受入地 

西の洲・甘田入地区、建武橋橋梁架換工事 

ダイオキシン類試験結果証明書 ● ○  ○     

土質試験結果 ● ○  ○     

■青梅、八王子各地区、町田市相原町、八王子中継基地、一古沢土地改良区  

ダイオキシン類試験結果証明書 ○ ○  ○   
水底土砂のみ。 
底 質 調 査 測 定 マ ニ ュ

アルと基準値に注意。 

運搬車両一覧表（様式 12）  ● ○     
HPよりダウンロード可。 

町田市相原町、八王子

中継基地は不要。  
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●…提出を必須とする書類、○…必要に応じて提出する書類 

 土砂搬入申込 
分割発 

券申請 

２回目 

以降 

土砂搬入完了 

備考  及び発券申請 
工期延 

伸変更 

全量 

搬入 

減量 

搬入 
 新規  

増量 

変更 

■市川港、三郷市番匠免、さいたま市緑区寺山、横浜鈴繁埠頭、城南島、 

厚木市下荻野、大磯町大磯港、秦野中井 IC 南、流山西部 IC プロジェクト 

土砂等発生元証明書 

（様式 6-1、 6-2、 6-5）  
●  ●  ●  ○    

HPよりダウンロード可。 

三郷市番匠免、さいた

ま 市 緑 区 寺 山 は 様 式

6-2、 秦 野 中 井 IC南 は
様式6-5他は様式6-1。 

検査試料採取調書 

（様式 7-1、 7-2、 7-5）  
●  ○   ○    

HPよりダウンロード可。 

三郷市番匠免、さいた

ま 市 緑 区 寺 山 は 様 式
7-2、 秦 野 中 井 IC南 は

様式7-5、他は様式7-1。 

□工事平面図 ● ○  ○    さいたま市緑区寺山は不要。

□工事断面図 ● ○  ○    さいたま市緑区寺山は不要。

□土量計算書 ● ●     
厚木市下荻野、さいたま市

緑区寺山、秦野中井ＩＣ南

は不要。 

工期・土量変更証明書（様式８）  ●  ●    ○  
HPよりダウンロード可。 

厚木市下荻野は不要。 

□計量証明書 ● ○  ○    三郷市番匠免のみ必要。 

□特定濃度計量証明書 

 （ダイオキシン類含有濃度） 
● ○  ○    大磯町大磯港、城南島は必要。

□土質試験結果資料 ● ○  ○    大磯町大磯港のみ必要。 

運搬車両一覧表（様式 12） ●  ○      秦 野 中井 IC南の み必 要 。 

■横須賀市久里浜港  

土砂等発生元証明書（様式 6-3） ●  ●  ●  ○    受入地担当者に確認願います。

検査試料採取調書（様式 7-3） ●  ○   ○    〃  

□工事平面図 ● ○  ○    〃  

□工事断面図 ● ○  ○    〃  

□土量計算書 ● ●     〃  

工期・土量変更証明書（様式 8）  ●  ●     〃  

■相模原市新磯野  

土砂等発生元証明書（様式 6-1） ●  ●  ●  ○    HPよりダウンロード可。 

検査試料採取調書（様式 7-1） ●  ○   ○    〃  

運搬車両一覧表（様式 12） ●  ○   ○    〃  

ダイオキシン類試験結果証明書 ● ○  ○     

土質試験結果 ● ○  ○     
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※ 各様式は(株)建設資源広域利用センターのホームページ(http://www.ucr.co.jp）からダウンロードできます。 

「ＵＣＲホームページトップ」 ⇒ 「首都圏事業」 ⇒ 「提出書類ダウンロード」をクリックして

必要な様式をダウンロードしてください。 

※ 横浜港については、提出書類が異なるため、ＵＣＲ担当にお問い合わせください。

●…提出を必須とする書類、○…必要に応じて提出する書類 

 土砂搬入申込 
分割発 

券申請 

２回目 

以降 

土砂搬入完了 

備考  及び発券申請 
工期延 

伸変更 

全量 

搬入 

減量 

搬入 
 新規 

増量 

変更 

■御殿場市神山、長泉町東野  

土砂等発生元証明書 

（様式 6-1、 6-6、 6-7）  
●  ●  ●  ○    

HPよりダウンロード可。

御殿場市神山は、様式

6-1。  

長泉町東野は、様式

6-6 または様式 6-7。  

※様式 6-7 は、改良土

の場合に使用。 

検査試料採取調書（様式 7-1） ●  ○   ○    HPよりダウンロード可。 

ダイオキシン類試験結果証明書  ● ○  ○     

計量証明書 ● ○  ○    長泉町東野のみ必要。 

運搬車両一覧表（様式 12）  ●  ○   ○    HPよりダウンロード可。 

http://www.ucr.co.jp
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第Ⅲ章 運搬についての注意事項 
 

１  「受入地通行証」は 、 Ｕ Ｃ Ｒ 受入地 に 入場する 際、 車両の前面の 目立つ場所 に

掲示 し 、 退場す る 際、 速や か に 収納し て く だ さ い 。  

 

２  次の 車両は 、 Ｕ Ｃ Ｒ 受入地 に 入場で き ま せん 。  

① 「受入地通行証」を掲示していない車両 

② 土砂搬入管理券に表示してある重量と異なる車両 

③ 違法改造車（差枠等の使用を含む）、高枠車両等の過積載車両 

④ ディーゼル車の排出ガス規制（九都県市）に適合しない車両 

⑤ 不正軽油を使用している車両 

 

３  Ｕ Ｃ Ｒ 受入地の係員から土質が不適当と判定された土砂は、受付後投入（ 積降し ）

中あ る い は 投入（ 積降し ） 後で あ っ て も 、 申込者（請負者）の責任で持ち帰って

ください。  

 

４  搬入 途中で あ っ て も 降雨等 で Ｕ Ｃ Ｒ 受 入地内の 状 況が 悪化し た 場合に は 、搬 入

の受付を中止する場合があります。  

 

５  Ｕ Ｃ Ｒ 受入地の 搬入路は 、 指定された道路を通行し て く だ さ い 。  

 

６  運搬経路は、 で き る だ け 幹線道路を ご 利用いた だき 、 生活道路の通行は、ご遠慮

ください（ 生活道路では通行制限等に 関する 地元と の約束が あ る 場合があ り ま す）。 

 

７  周辺道路を汚さないよ う に 、タ イ ヤ 洗浄機 等で 土砂を 充分に ふ る い 落と し た 後

に 、 Ｕ Ｃ Ｒ 受入 地か ら 外へ 出て く だ さ い 。  

 

８  Ｕ Ｃ Ｒ 受入地で は 、 受入地係員の指示に従ってください。  

 

９  「 受入地通行証」 は搬出期間が年度を ま た がる 場合にも 、 そのま ま ご 使用く ださ い。  

 

10 受 入 地 内 で 搬 入 業 務 に 関 わ る 事 故 が 発 生 し た 場 合 及 び 土 質 が 不 適当 と 判 定 さ

れ た 土砂で 受入 拒否等が 発 生し た 場 合は 速やか に 報告し て く だ さ い 。  

※ Ｕ Ｃ Ｒ 営 業日（ 勤務 時間内） は Ｕ Ｃ Ｒ に 連絡 、 営業日 （ 勤務時間 ） 以外は 、

Ｕ Ｃ Ｒ 首都圏 課長携帯電 話へ連絡す る 。  
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11 土砂 の 搬入が 完 了し た 場合 は 、 土砂 搬入完了書 類の 提出と 合わ せて「 受入 地通

行証 」 を ご 返却 く だ さ い 。  
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受入地毎の提出書類 

１  全 て の 受 入 地 で 申 込 時 に 提 出 が 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

（ １ ） 全 て の 受 入 地 で 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

 

① 土 砂 搬 入 申 込 書 （ 様 式 １ ）  

 

② 土 砂 搬 入 計 画 表 （ 様 式 ２ ）  

 

③分割発券申請予定表（ 様式３ ）  

 

※ 一括購入の 場合は 不要で す。 

④ 発 券 申 請 書 （ 様 式 ４ ）  

 

⑤ 地 質 分 析 （ 濃 度 ） 結 果 証 明 書  

       （ 様 式 ５ ）  

※ 地 質 分 析（ 濃 度 ） 結 果 証 明 書 は  

受入地に よ り 様式が 異な り ま す。 

 

（ 様式 5-1） 下記以外の受入地 

（ 様式 5-2） 市川港、 横浜鈴繁埠頭  

（ 様式 5-2） 城南島、 大磯町大磯港 

（ 様式 5-3） 三郷市番匠免 

（ 様式 5-4） 横須賀市久里浜港※  

（ 様式 5-5） 秦野中井I C南  

三郷市番匠免は「 計量証明書」 も

必要 

 

※  地 質 分 析 の 試 験 頻 度 は 、原 則 と し て 土 質 区 分 毎 、か つ 同 一 地 質 区 分 で 5, 000 ㎥ 毎 に １ 回 で す 。  

た だ し 、 横 須 賀 市 久 里 浜 港 で は 、 土 質 区 分 毎 、 か つ 4, 000 ㎥ 毎 に １ 回 と な り ま す 。  

 

添 付 す る 図 書 類  

 土 砂 搬 入 申 込 書 に は 、  

㋐ 工 事 位 置 図  

㋑ 受 入 地 ま で の 運 搬 経 路 図  

 地 質 分 析 （ 濃 度 ） 結 果 証 明 書 に は 、  

㋒ 試 料 採 取 位 置 図  

㋓ 試 料 採 取 状 況 写 真  

 土 砂 を 現 場 外 に 仮 置 き し 、 そ こ か ら 受 入 地 に 搬 入 す る 場 合 に は 、  

㋔ 仮 置 場 使 用 確 認 書 （ 案 内 図 、 平 面 図 、 写 真 を 添 付 ）（ 様 式 13）  

を 添 付 し て く だ さ い 。  

 

※ 各様式については当社ホームページの首都圏事業「提出様式ダウンロード」から必要な様式

をダウンロードしてください。（目次４頁参照） 

（様式１） 

土 砂 搬 入 申 込 書  

（様式２） 

土 砂 搬 入 計 画 表  

（様式３） 

分 割 発 券 申 請 予 定 表  

（様式４） 

発 券 申 請 書  

（様式５） 

地質分析（ 濃度） 結果証明書 
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２ 受入地により申込時に追加で提出が必要な書式、図書類 

（ １ ）「 江 戸 川 河 川 事 務 所 の 受 入 地 」「 利 根 川 上 流 河 川 事 務 所 の 受 入 地 」「 西 の 洲・ 甘 田 入

地 区 」「 建 武 橋 橋 梁 架 換 工 事 」 で 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

○Ａ 特定濃度計量証明書（ ダイ オキ シン 類含有濃度）  

※ 試 験 は 、『 特 定 計 量 証 明 事 業 者 認 定 制 度 』 に  

基 づ き 認 定 さ れ た 専 門 の 機 関 が 試 料 採 取 か ら  

分 析 ま で を 実 施 し て く だ さ い 。  

※ 結 果 証 明 は 、「 特 定 濃 度 計 量 証 明 書 」 ま た は  

分 析 結 果 証 明 書 に 「 特 定 計 量 証 明 事 業 者 認 定  

証 の 写 し 」 を 添 付 し て く だ さ い 。  

○Ｂ 土 質 試 験 結 果 一 覧 表 ※ （ 地盤工学会 6162）  

試 験 項 目 は 、  

土 粒 子 の 密 度 試 験 （ J I S A 1202）  

土 の 含 水 比 試 験 （ J I S A 1203）  

土 の 粒 度 試 験 （ J I S A 1204）  

突 固 め に よ る 土 の 締 固 め 試 験 （ J I S A 1210）  

締 固 め た 土 の コ ー ン 指 数 試 験 （ J I S A 1228）  

土 の pH 試 験 （ J GS 0211） ※許容 値は 5. 8～8. 6 

地 盤 材 料 の 工 学 的 分 類 法 （ J GS 0051）  

土 の 液 性 限 界 、 塑 性 限 界 試 験 （ J I S A 1205）  

土 の 湿 潤 密 度 試 験 （ J I S A 1225）  

※ 試 験 頻 度 に つ い て は 別 頁［ 試 験 項 目 ］ を 参 照 く

だ さ い 。  

※「 利 根 川 上 流 河 川 事 務 所 の 受 入 地 」 で は 土 質 区

分 毎 に 「 土 の 透 水 試 験 （ J I S A 1218）」 も 必 要

で す 。  

※ 「 江戸川河川事務所の 受入地」 で は 石灰改良土の

場合 pH 試 験 が 必 要 で す 。 pH 値 に つ い て は 、 事前

に ご 相談く だ さ い 。  

※ 一 覧 表 に は 各 試 験 の デ ー タ シ ー ト も 添 付 し て

く だ さ い 。  

○Ｃ 空間放射線量の 測定（ 江 戸 川 河 川 事 務 所 の 受 入

地 、 利 根 川 上 流 河 川 事 務 所 の 受 入 地 の 場 合 ） 

放射性物質汚染対策特別措置法に 基づく 汚染状況

重点調査区域に 指定さ れて い る 自治体か ら 搬出す

る 場合に 必要で す。  

（ 詳 細 は お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。）  

特 定 濃 度 計 量 証 明 書  

（ ﾀﾞ ｲｵｷｼﾝ類 含有試 験）  

土 質 試 験 結 果 一 覧 表  
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（ ２ ）「 青 梅 地 区 」「 八 王 子 地 区 」「 町 田 市 相 原 町 」「 八 王 子 中 継 基 地 」「 一 古 沢 土 地 改 良 区 」

で 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

○Ａ 特定濃度計量証明書（ ダ イ オ キ シ ン 類含有濃度）  

→ 河川水路や湖沼か ら 発生する 水底土砂を 搬入 

する 場合に 必要と な り ま す。  

検定方法は、 環境省によ る 「 ダ イ オ キ シ ン 類に 

係る 底質調査測定マ ニ ュ ア ル（ 令和 4 年 3 月）」  

によ り ま す。  

※ 試 験 は 、『 特 定 計 量 証 明 事 業 者 認 定 制 度 』 に  

基 づ き 認 定 さ れ た 専 門 の 機 関 が 試 料 採 取 か ら  

分 析 ま で を 実 施 し て く だ さ い 。  

※ 結 果 証 明 は 、「 特 定 濃 度 計 量 証 明 書 」 ま た は  

分 析 結 果 証 明 書 に 「 特 定 計 量 証 明 事 業 者 認 定  

証 の 写 し 」 を 添 付 し て く だ さ い 。  

○Ｂ 運搬車両一覧表（ 様式 12）  

→ 土 砂 を 搬 入 す る 全 て の 車 両 の 登 録 が 必 要 で す 。  

→ 「 八王子地区」 に 搬入する 運搬車両に つい て は、

八王子砕石協会の登録が必要で す。  

※ 町 田 市 相 原 町 、 八 王 子 中 継 基 地 は 不 要 で す 。 

 

 

 

 

 

特 定 濃 度 計 量 証 明 書  

（ ﾀﾞ ｲｵｷｼﾝ類含有試 験）  

 
（様式 12） 

運 搬 車 両 一 覧 表  
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（ ３ ）「 市 川 港 」「 三 郷 市 番 匠 免 」「 さ い た ま 市 緑 区 寺 山 」「 横 浜 鈴 繁 埠 頭 」「 城 南 島 」  

「 大 磯 町 大 磯 港 」「 厚 木 市 下 荻 野 」「 秦 野 中 井 I C 南 」「 流 山 I C 西 部 プ ロ ジ ェ ク ト 」

で 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

○Ａ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書  

（ 様式 6-1） 市川港、 横浜鈴繁埠頭、  

      城南島※２ 、 大磯町大磯港、  

厚木市下荻野、  

流山 I C西部プ ロ ジ ェ ク ト  

（ 様式 6-2） 三郷市番匠免、 さ いた ま 市緑区寺山 

（ 様式 6-5） 秦野中井 I C南 

 

○Ｂ 検 査 試 料 採 取 調 書  

（ 様式 7-1） 市川港、 横浜鈴繁埠頭、  

      城南島※２ 、 大磯町大磯港、  

厚木市下荻野、  

流山 I C西部プ ロ ジ ェ ク ト  

（ 様式 7-2） 三郷市番匠免、 さ いた ま 市緑区寺山 

（ 様式 7-5） 秦野中井 I C南 

 

○Ｃ 運 搬 車 両 一 覧 表  

秦野中井I C南は必要（ 様式 12）  

※ １  「 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 」 と 「 検 査 試 料 採 取

調 書 」、「 地 質 分 析 （ 濃 度 ） 結 果 証 明 書 」 は 必

ず セ ッ ト と な り ま す 。（ 試 験 の 検 体 の 数 の 資 料

が 必 要 で す 。） な お 、 三 郷 市 番 匠 免 は「 計 量 証

明 書 」 も 必 要 で す 。  

※ ２  城 南 島 に つ い て は 、 富 津 市 の 書 式 の 提 出 が

必 要 な 場 合 が あ り ま す 。（ Ｕ Ｃ Ｒ 担 当 者 に 相 談

し て く だ さ い 。）  

 

添 付 す る 図 書 類 （ Ｕ Ｃ Ｒ 担 当 者 に ご 相 談 く だ さ い 。）  

 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 に は 、  

㋐ （ 掘 削 ） 工 事 平 面 図  

㋑ （ 掘 削 ） 工 事 断 面 図  

㋒  土 量 計 算 書 （ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 毎 に 作 成 し て く だ さ い 。） ※３  

 を 添 付 し て く だ さ い 。  

※ ３  厚木市下荻野、 秦野中井 I C南に ついて は、 ㋒ 土 量 計 算 書 は 提 出 不 要 で す 。  

※ ４  さ い た ま 市 緑 区 寺 山 に つ い て は 、 ㋐ ㋑ ㋒ す べ て 提 出 不 要 で す 。  

 

（様式６） 

土砂等発生元証明書 

 

（様式７） 

検 査 試 料 採 取 調 書  
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（ ４ ）「 横 須 賀 市 久 里 浜 港 」 で 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

             ○Ａ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 （ 様 式 6-3）  

 

             ○Ｂ 検 査 試 料 採 取 調 書 （ 様 式 7-3）  

土 質 区 分 毎 、 か つ 地 山 4, 000 ㎥ 毎 に  

１ 検 体 （ 5 地 点 ※ ・ 試 料 混 合 ） が 必 要  

※ 第 １ 種 特 定 有 害 物 質 は １ 地 点  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 す る 図 書 類  

 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 に は 、  

㋐ （ 掘 削 ） 工 事 平 面 図  

㋑ （ 掘 削 ） 工 事 断 面 図  

㋒  土 量 計 算 書 （ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 毎 に 作 成 し て く だ さ い 。）  

 を 添 付 し て く だ さ い 。  

 

（様式６-3） 

土砂等発生元証明書 

 
（様式７-3） 

検 査 試 料 採 取 調 書  
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（ ５ ）「 相 模 原 市 新 磯 野 」 で 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

○Ａ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 （ 様 式 6-1）  

 

○Ｂ 検 査 試 料 採 取 調 書 （ 様 式 7-1）  

土 質 区 分 毎 、 か つ 地 山 4, 000 ㎥ 毎 に  

１ 検 体 （ 5 地 点 ※ ・ 試 料 混 合 ） が 必 要  

※ 第 １ 種 特 定 有 害 物 質 は １ 地 点  

○C 運 搬 車 両 一 覧 表 （ 様 式 12）  

 

○D ダ イ オ キ シ ン 類 試 験 結 果 証 明 書  

 

○E 土 質 試 験 結 果  

試 験 項 目 は 、  

土 粒 子 の 密 度 試 験 （ J I S  A 1202）  

土 の 含 水 比 試 験 （ J I S  A 1203）  

土 の 粒 度 試 験 （ J I S  A 1204）  

土 の 液 性 限 界 ・ 塑 性 限 界 試 験 （ J I S  A 1205）  

地 盤 材 料 の 工 学 的 分 類 法 ( J GS0051 )  

突 固 め に よ る 土 の 締 固 め 試 験 （ J I S  A 1210）  

締 固 め た 土 の コ ー ン 指 数 試 験 （ J I S  A 1228）  

※ 試 験 頻 度 に つ い て は 土 質 区 分 毎 。  

 

 

 

 

（様式６-１） 

土砂等発生元証明書 

 
（様式７-１） 

検 査 試 料 採 取 調 書  

 

 
（様式 12） 

運 搬 車 両 一 覧 表  

 

 
 

ダ イ オ キ シ ン 類 試 験 結 果 証 明 書  

 

 
 

土 質 試 験 結 果  

 

 



－ 35 － 

（ ６ ）「 御 殿 場 市 神 山 」「 長 泉 町 東 野 」 で 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

○Ａ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書  

（ 様 式 6-1） 御 殿 場 市 神 山  

（ 様 式 6-6） 長 泉 町 東 野  

（ 様 式 6-7） 長 泉 町 東 野 ※ 改 良 土 の 場 合  

 

○Ｂ 検 査 試 料 採 取 調 書 （ 様 式 7-1）  

 

○C ダ イ オ キ シ ン 類 試 験 結 果 証 明 書  

 

○D 計 量 証 明 書  

 

○E 運 搬 車 両 一 覧 表 （ 様 式 12）  

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式６） 

土砂等発生元証明書 

 
（様式７-１） 

検 査 試 料 採 取 調 書  

 

 
 

ダ イ オ キ シ ン 類 試 験 結 果 証 明 書  

 

 
 

計 量 証 明 書  
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３ 土量増や工期延伸などが生じた時に提出が必要な書式、図書類  

（ １ ）  全 て の 受 入 地 で 提 出 が 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

 
① 土 砂 搬 入 申 込 書 （ 様 式 １ ）（ 必 須 ）  

変 更 後 の 工 期 、 土 量 を 記 入 し て く だ

さ い 。  

② 土 砂 搬 入 計 画 表 （ 様 式 ２ ）（ 必 須 ）  

変 更 後 の 搬 入 予 定 を 記 入 し て だ さ い 。 

③分割発券申請予定表（ 様式３ ）  

土 量 増 分 の 土 砂 搬 入 管 理 券 を 一 括 購

入 す る 場 合 は 不 要 で す 。  

④ 発 券 申 請 書 （ 様 式 ４ ）  

（ 土 量 増 の 場 合 、 必 須 ）  

※ 土 量 増 の 場 合 、 追 加 土 量 や 施 工 場

所 等 に よ り 「 地 質 分 析 （ 濃 度 ） 結

果 証 明 書 （ 様 式 ５ ）」 が 必 要 と な り

ま す 。  

詳 細 は Ｕ Ｃ Ｒ 担 当 者 に ご 相 談 く だ

さ い 。  

 

 

 

 

添 付 す る 図 書 類  

  土 砂 搬 入 申 込 書 に は 、  

㋐ 工 事 位 置 図 （ 前 回 ま で の 申 込 み 場 所 以 外 か ら の 搬 出 が あ る 場 合 ）  

㋑ 受 入 地 ま で の 運 搬 経 路 図 （ 前 回 ま で の 申 込 み 場 所 以 外 か ら の 搬 出 が あ る 場 合 ）  

  地 質 分 析 （ 濃 度 ） 結 果 証 明 書 に は 、  

㋒ 試 料 採 取 位 置 図  

㋓ 試 料 採 取 状 況 写 真  

  新 た に 土 砂 を 現 場 外 に 仮 置 き し 、 そ こ か ら 受 入 地 に 搬 入 す る 場 合 に は 、  

㋔ 仮 置 場 使 用 確 認 書 （ 案 内 図 、 平 面 図 、 写 真 を 添 付 ）（ 様 式 13）  

  を 添 付 し て く だ さ い 。  

 

※ 各様式については当社ホームページの首都圏事業「提出書類ダウンロード」

から必要な様式をダウンロードしてください。 

（目次３頁参照）  

（様式１） 

土 砂 搬 入 申 込 書  

（様式２） 

土 砂 搬 入 計 画 表  

（様式３） 

分 割 発 券 申 請 予 定 表  

（様式４） 

発 券 申 請 書  
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（ ２ ） 受 入 地 に よ り 追 加 で 提 出 が 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

① 「 市 川 港 」「 三 郷 市 番 匠 免 」「 さ い た ま 市 緑 区 寺 山 」「 横 浜 鈴 繁 埠 頭 」「 城 南 島 」  

「 大磯町 大磯港」「 厚木市下 荻野」「 秦野中井 I C 南」「 流 山 I C 西部 プ ロ ジ ェ ク ト 」 

 

○Ａ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 （ 様 式 ６ ）（ 必 須 ）  

変 更 後 の 土 量 及 び 工 期 を 記 載 し て く だ さ い 。  

（ 様式 6-1） 市川港、 横浜鈴繁埠頭、 城南島、  

大磯町大磯港、 厚木市下荻野、  

流山 I C西部プ ロ ジ ェ ク ト  

（ 様式 6-2） 三郷市番匠免、 さ い た ま 市緑区寺山 

（ 様式 6-5） 秦野中井Ｉ Ｃ 南 

 

○Ｂ （ 工 期 ・ ） 発 生 土 量 の 変 更 に 伴 う 証 明 書 ※１  

（ 様 式 ８ ）（ 必 須 ）  

※ 厚木市下荻野は 不 要 で す 。  

変 更 す る 理 由 、 延 伸 工 期 、 変 更 土 量 等 を 記 入 し  

て く だ さ い 。 不 要 な 項 目 は 消 去 し て く だ さ い 。  

 

 

 

 

添 付 す る 図 書 類  

土量変更の 場合、 土砂等発生元証明書に は 、  

㋐（ 掘削） 工事平面図（ 変更箇所が わ か る よ う に 記載）  

㋑（ 掘削） 工事断面図（ 変更箇所がわかる よ う に記載）  

㋒ 土量計算書（ 土砂等発生元証明書毎に 作成し て く だ さ い 。） ※１  

を 添付し て く だ さ い 。  

土 量 増 の 場 合 、 追 加 土 量 や 施 工 場 所 等 に よ っ て は 新 た な 試 料 採 取 ・ 分 析 等 が 必 要

と な る た め 、「 検 査 試 料 採 取 調 書 （ 様 式 ７ ）」 の 提 出 が 必 要 と な り ま す 。  

詳 細 は Ｕ Ｃ Ｒ 担 当 者 に ご 相 談 く だ さ い 。  

※ １  厚木市下荻野、 秦野中井 I C南に つ い て は 、 ㋒土量計算書は 提 出 不 要 で す 。  

※ ２  さ い た ま 市 緑 区 寺 山 に つ い て は 、 ㋐㋑㋒す べ て 提 出 不 要 で す 。  

（様式６） 

土砂等発生元証明書 

 

（様式８） 

工期・ 発生土 量の 変 更に 伴 う 証明 書 
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② 「 横 須 賀 市 久 里 浜 港 」  

○Ａ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 （ 様 式 6-3）（ 必 須 ）  

 

変 更 後 の 土 量 及 び 工 期 を 記 載 し て く だ さ い 。 

 

○Ｂ 工 期 ・ 発 生 土 量 の 変 更 に 伴 う 証 明 書  

（ 様 式 ８ ）（ 必 須 ）  

 

変 更 す る 理 由 、 延 伸 工 期 、 変 更 土 量 等 を  

記 載 し て く だ さ い 。  

不 要 な 項 目 は 消 去 し て く だ さ い 。  

 

 

 

 

 

 

 
添 付 す る 図 書 類  

土 量 変 更 の 場 合 、 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 に は 、  

㋐ （ 掘 削 ） 工 事 平 面 図 （ 変 更 箇 所 が わ か る よ う に 赤 字 等 で 記 載 ）  

㋑ （ 掘 削 ） 工 事 断 面 図 （ 変 更 箇 所 が わ か る よ う に 赤 字 等 で 記 載 ）  

㋒  土 量 計 算 書 （ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 毎 に 作 成 し て く だ さ い 。）  

を 添 付 し て く だ さ い 。  

土 量 増 の 場 合 、 追 加 土 量 や 施 工 場 所 等 に よ っ て は 新 た な 試 料 採 取 ・ 分 析 等 が 必

要 と な る た め 、「 検 査 試 料 採 取 調 書 （ 様 式 7-3）」 の 提 出 が 必 要 と な り ま す 。  

詳 細 は Ｕ Ｃ Ｒ 担 当 者 に ご 相 談 く だ さ い 。  

（様式 6-3） 

土砂等発生元証明書 

 
（様式８） 

工期 ・ 発生 土量の 変更に 伴う 証 明書 
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③ 「 相 模 原 市 新 磯 野 」  

○Ａ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 （ 様 式 6-1）（ 必 須 ）  

 

変 更 後 の 土 量 及 び 工 期 を 記 載 し て く だ さ い 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 す る 図 書 類  

土 量 増 の 場 合 、 追 加 土 量 や 施 工 場 所 等 に よ っ て は 新 た な 試 料 採 取 ・ 分 析 等 が 必

要 と な る た め 、「 検 査 試 料 採 取 調 書（ 様 式 7-1）」「 ダ イ オ キ シ ン 類 試 験 結 果 証 明 書 」

の 提 出 が 必 要 と な り ま す 。 ま た 、 地 質 区 分 が 異 な る 場 合 に は 、「 土 質 試 験 結 果 」 の

提 出 が 必 要 と な り ま す 。  

（様式 6-1） 

土砂等発生元証明書 
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④ 「 御 殿 場 市 神 山 」「 長 泉 町 東 野 」  

○Ａ 土 砂 等 発 生 元 証 明 書 （ 必 須 ）  

 

変 更 後 の 土 量 及 び 工 期 を 記 載 し て く だ さ い 。 

（ 様 式 6-1） 御 殿 場 市 神 山  

（ 様 式 6-6） 長 泉 町 東 野  

（ 様 式 6-7） 長 泉 町 東 野 ※ 改 良 土 の 場 合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 す る 図 書 類  

土 量 増 の 場 合 、 追 加 土 量 や 施 工 場 所 等 に よ っ て は 新 た な 試 料 採 取 ・ 分 析 等 が 必

要 と な る た め 、「 検 査 試 料 採 取 調 書（ 様 式 7-1）」「 ダ イ オ キ シ ン 類 試 験 結 果 証 明 書 」

の 提 出 が 必 要 と な り ま す 。  

（様式６） 

土砂等発生元証明書 
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⑤ そ の 他 の 受 入 地  

土 量 増 な ど で 新 た な 試 料 採 取 が 必 要 と な っ た 場 合 に 次 の 書 類 が 必 要 と な り

ま す 。 詳 細 は Ｕ Ｃ Ｒ 担 当 者 に ご 相 談 く だ さ い 。  

㋐  「 江 戸 川 河 川 事 務 所 の 受 入 地 」「 利 根 川 上 流 河 川 事 務 所 の 受 入 地 」「 西 の 洲・

甘 田 入 地 区 」「 建 武 橋 橋 梁 架 換 工 事 」  

・ ダ イ オ キ シ ン 類 試 験 結 果 証 明 書  

・ 土 質 試 験 結 果 一 覧 表 ( デ ー タ 表 を 添 付 す る 。 )   

㋑  「 青 梅 地 区 」「 八 王 子 各 地 区 」「 一 古 沢 土 地 改 良 区 」  

・ ダ イ オ キ シ ン 類 試 験 結 果 証 明 書 （ 水 底 土 砂 の み ）  

※ 検 定 方 法 は 、 環境省によ る 「 ダ イ オ キ シ ン 類に 係る 底質調査測定マ ニ ュ ア ル（ 令和 4

年 3 月）」 によ り ま す。  

・ 運 搬 車 両 一 覧 表 （ 様 式 12）  
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４ 完了時に提出が必要な書式、図書類（全受入地共通） 

（ １ ） 申 込 土 量 よ り 搬 入 土 量 が 少 な い 場 合 に 提 出 が 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

○Ａ 土 砂 搬 入 完 了 精 算 書 （ 様 式 ９ ）  

※  「 土 砂 搬 入 完 了 精 算 書 」 は 「 土 砂 搬 入 完 了

届 」 を 兼 ね ま す 。  

※  Ｕ Ｃ Ｒ か ら の 土 砂 搬 入 完 了 確 認 書 が 必 要

な 場 合 は 、 別 途 、「 土 砂 搬 入 完 了 確 認 依 頼 書 」

を 提 出 し て く だ さ い 。  

同 時 に 提 出 す る 図 書 類  

土 砂 搬 入 完 了 精 算 書 の 提 出 と 同 時 に 、  

㋐ （ 未 使 用 の ） 土 砂 搬 入 管 理 券  

㋑ （ Ｕ Ｃ Ｒ か ら 貸 与 し た ） 受 入 地 通 行 証  

を 提 出 （ 返 還 ） し て く だ さ い 。  

（ ２ ） 申 込 土 量 全 量 の 搬 入 が 完 了 し た 場 合 に 提 出 が 必 要 な 書 式 、 図 書 類  

○Ａ 土 砂 搬 入 完 了 届 （ 様 式 10）  

※  土 砂 搬 入 完 了 確 認 依 頼 書 を 提 出 す る 場 合 は

不 要 で す 。  

同 時 に 提 出 す る 図 書 類  

土 砂 搬 入 完 了 届 の 提 出 と 同 時 に 、  

㋐ （ Ｕ Ｃ Ｒ か ら 貸 与 し た ） 受 入 地 通 行 証  

を 提 出 （ 返 還 ） し て く だ さ い 。  

 
 
 

 

 

（ ３ ） Ｕ Ｃ Ｒ か ら の 土 砂 搬 入 完 了 確 認 書 が 必 要 な 場 合 に 提 出 す る 書 式 、 図 書 類  

○Ａ 土砂搬入完了確認依頼書（ 様式 11）  

※  Ｕ Ｃ Ｒ か ら の 「 土 砂 搬 入 完 了 確 認 書 」 は  

概 ね ３ ～ ５ 日 程 度 で 郵 送 し ま す 。  

同 時 に 提 出 す る 図 書 類  

土 砂 搬 入 完 了 確 認 書 の 提 出 と 同 時 に 、  

㋐ （ Ｕ Ｃ Ｒ か ら 貸 与 し た ） 受 入 地 通 行 証  

を 提 出 （ 返 還 ） し て く だ さ い 。  

 

（様式９） 

土砂搬入完了精算書 

 

（様式 10） 

土砂搬入完了届 

 

（様式 11） 

土砂搬入完了確認依頼書 
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[試験項目] 
◎ 地質分析（土壌分析）試験について 

・ 試料は１検体について５箇所から採取する。（５地点混合方式） 

・ 試験は土質区分毎、かつ同一土質区分で原則５，０００㎥毎に１回実施する。（一部例外あり） 

・ 試料を採取する深度、位置、採取方法、試験項目については、必ず事前にＵＣＲ担当者に確認する。 

・ 試料の採取、地質分析試験は、必ず専門の機関（計量証明事業者（濃度））に依頼する。 

・ 計量方法は、「土壌の汚染に係る環境基準」環境基本法に基づく告示（平成3年8月23日環境庁告示第46号） 

  及び「土壌含有量基準」土壌汚染対策法施行規則に基づく告示（平成15年3月6日環境省告示第19号）による。 

・ 受入地毎の試験項目は「２０２６年度ＵＣＲ受入地別建設発生土の特定有害物質等試験項目一覧表」のとおり。 

 

◎ ダイオキシン類の含有濃度試験について 

・ 試料は、原則として、各層の深さ５㎝の土壌について、５地点混合方式で採取する。 

・ 試験は土質区分毎、かつ同一土質区分で５，０００㎥毎に１回実施します。（一部例外あり） 

・ 試験は、専門の機関（特定計量証明事業者）に依頼し、「特定濃度計量証明書」または「試験成績書(分析結

果)と特定計量証明事業者認定証写し」を提出する。 

・ 判断基準は「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚染

に係る環境基準」（平成11年12月27日環境庁告示第68号）による。 

・ 基準値は、土壌1,000pg-TEQ/g以下、水底の底質150pg-TEQ/g以下とする。 

・ 検定方法は、「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」（平成21年3月環境省）、「ダイオキシン類に

係る底質調査測定マニュアル」（平成21年3月環境省）による。 

 

◎ 土質試験について 

・ 試料は、各層の代表的な土を採取する。 

試験項目 試験方法 

江戸川 

河川事務所 

（１カ所） 

利根川上流 

河川事務所 

（３カ所） 

西の洲・甘田

入地区 

建武橋橋梁

架換工事 

相模原市 

新磯野 

土 の 密 度 試 験  JIS A 1202 ○ ○ ○ ○ ○ 

土 の 含 水 比 試 験  JIS A 1203 ○ ○ ○ ○ ○ 

土 の 粒 度 試 験  JIS A 1204 ○ ○ ○ ○ ○ 

土 の 液 性 限 界 ・ 塑 性 限 界 試 験  JIS A 1205 ○ ○ ○ ○ ○ 

土 の 湿 潤 密 度 試 験  JIS A 1225 ○ ○ ○ ○ × 

土 の 工 学 的 分 類 法  JGS 0051 ○ ○ ○ ○ ○ 

突 き 固 め に よ る 土 の 締 固 め 試 験  JIS A 1210 ○ ○ ○ ○ ○ 

締 固 め た 土 の コ ー ン 指 数 試 験  JIS A 1228 ○ ○ ○ ○ ○ 

土 懸 濁 液 の pH 試 験 （ ※ ）  JGS 0211 × × ○ × × 

試 験 頻 度  
5,000㎥ 毎  × × ○ ○ × 

土 質 区 分 毎  ○ ○ ○ ○ ○ 

※ 土質試験におけるpH値は、水質汚濁防止法の許容限度5.8以上8.6以下を満足すること。 

 

[事務処理日数] 
◎ 試験に要する概ねの日数 

・ 地質分析（土壌分析）試験について・・・約２週間 

・ ダイオキシン類の含有濃度試験・・・約４週間 

・ 土質試験・・・・・約２週間 

 

◎ ＵＣＲ内の審査及び条例等の手続きに要する標準事務処理日数 

ＵＣＲ内審査  ＵＣＲ外審査 

１週間 

(全受入地) 

 

２週間 千葉県等土砂条例手続き 
市川港（中継基地）、横浜鈴繁埠頭（中継基地） 

 城南島（中継基地）、大磯港（中継基地） 

 

１週間 
栃木県土砂条例等手続き 三郷市番匠免（中継基地） 

 和歌山県土砂条例等手続き 横須賀市久里浜港（中継基地） 

※ これらの期間は標準的なものであり、案件や協議時期によっては多くの期間がかかることもあります。 

※ 千葉県内の受入地に１工事当り5,000㎥を超える土砂を搬入する場合、千葉県「土砂運搬適正化対策要綱」に基づく協議が必要となります。 
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 ̘͖͉კ ȯȭȯȴ ɫȮɴֆɵ   ̘͖͉კ ȯȭȯȴ ɫȮɴֆɵ  

ȯȭȯȰ ɫȮɴֆ◌ஓ・ ɵ  ȯȭȯȰ ɫȮɴֆ◌ஓ・ ɵ  

ȯȭȯȯȯȴ ɫȮɴ ࡣ ֆ௧ ଣ ɵ  ȯȭȯȯȯȴ ɫȮɴ ࡣ ֆ௧ ଣ ɵ  
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ȯȭȯȱ ɫȮɴⶎⶋⶋⶂ⵰ⶍ ֆ・・ ɵ  ȯȭȯȱ ɫȮɴⶎⶋⶋⶂ⵰ⶍ ֆ・・ ɵ  

ও   ◌ஓ・ ȯȭȯȯȱ ɫȮɴֆɵ  ও   ◌ஓ・ ȯȭȯȯȱ ɫȮɴֆɵ  

ȯȭȯȯȱ ɫȮɴⶋⶋⵤ ⶊⶍ ֆ・ ・ ɵ  ȯȭȯȯȱ ɫȮɴⶋⶋⵤ ⶊⶍ ֆ・ ・ ɵ  

ȰȫȱȬ ȯȭȯȯȳ ɫȮɴⶎⶋⶋⵤ⵰ⶍ ֆ・・ ɵ  ȰȫȱȬ ȯȭȯȯȳ ɫȮɴⶎⶋⶋⵤ⵰ⶍ ֆ・・ ɵ  
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ও   ◌ஓ・ ȯȭȯȯȱ ɫȮɴֆɵ  ও   ◌ஓ・ ȯȭȯȯȱ ɫȮɴֆɵ  

ȯȭȯȯȱ ɫȮɴⶋⶋⵤ ⶊⶍ ֆ・ ・ ɵ  ȯȭȯȯȱ ɫȮɴⶋⶋⵤ ⶊⶍ ֆ・ ・ ɵ  

ȰȫȱȬ ȯȭȯȯȳ ɫȮɴⶎⶋⶋⵤ⵰ⶍ ֆ・・ ɵ  ȰȫȱȬ ȯȭȯȯȳ ɫȮɴⶎⶋⶋⵤ⵰ⶍ ֆ・・ ɵ  

ȰȫȰȬ ȯȭȰ ɫȮɴⶎⶋⶋⵤ ⶊⶍ ֆ・・ ・ ɵ  ȰȫȰȬ ȯȭȰ ɫȮɴⶎⶋⶋⵤ ⶊⶍ ֆ・・ ・ ɵ  

ȰȫȱȬ ȯȭȯȳ ɫȮɴⶎⶋⶋⵤ ⶊⶍ ֆ・・ ・ ɵ  ȰȫȱȬ ȯȭȯȳ ɫȮɴⶎⶋⶋⵤ ⶊⶍ ֆ・・ ・ ɵ  

ȰȫȰȫȰȬ Ȱ ɫȮɴⶈⶋⶋⵤ⵰ⶍ ֆ・・ ɵ  ȰȫȰȫȰȬ Ȱ ɫȮɴⶈⶋⶋⵤ⵰ⶍ ֆ・・ ɵ  

ȰȫȰȫȱȬ ȯȭȯȯȵ ɫȮɴⶈⶋⶋⵤ⵰ⶍ ֆ・・ ɵ  ȰȫȰȫȱȬ ȯȭȯȯȵ ɫȮɴⶈⶋⶋⵤ⵰ⶍ ֆ・・ ɵ  
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̪ ͉̏͒ȯȭȯȯȵ ɫȮɴֆɵ  ̪ ͉̏͒ȯȭȯȯȵ ɫȮɴֆɵ  

̠ ̡͇͜ȯȭȯȯȲ ɫȮɴֆɵ  ̠ ̡͇͜ȯȭȯȯȲ ɫȮɴֆɵ  

̪ ̓̃ ̔͜ ͔
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̃ ̥͜͜ȯȭȯȰ ɫȮɴֆɵ  ̃ ̥͜͜ȯȭȯȰ ɫȮɴֆɵ  

̤ ͕͜ȯȭȯȰ ɫȮɴֆɵ  ̤ ͕͜ȯȭȯȰ ɫȮɴֆɵ  

˖ ȯȭȷ ɫȮɴֆ◌ஓ˨ ɵ  ˖ ȯȭȷ ɫȮɴֆ◌ஓ˨ ɵ  

ˮ ʹ Ȱ ɫȮɴֆ◌ஓ ɵ  ˮ ʹ Ȱ ɫȮɴֆ◌ஓ ɵ  
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ݬ ˡ ࣱ ・ ˦ ː Ȱȴȯ ɫȮɫֆɵ ɱ  
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 ࣱ̘͖͉ კ ・ ȱȴȯ ɫȮɫֆɵ ɱ  

˖ ݬ ˡ ࣱ ◌ஓ ・˨ ˦ ː ȳȯȯȯ ɫȮɫֆɵ ɱ  

ˮ ʹ ݬ ˡ ࣱ ◌ஓ ・˦ ː ȳȯȯȯ ɫȮɫֆɵ ɱ  

̤ ݬ͕͜ ˡ ࣱ ・˦ ː Ȱȴȯ ɫȮɫֆɵ ɱ  

ȴȯ ɫȮɫֆမၥ   ɵ ɱ  
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地質分析・ ダイ オキシン類の含有濃度試験の試料採取方法及び写真撮影 

（ ５ 地点混合方式）  

現場内で偏ら ないよ う 採取地点（  №１ ～ №５ ） を決定する 。  

（ 受入地の所在する 都県市によ る 採取方法の指示や掘削現場の広さ など によ り 採取方法が異なる 場合も

あり ま す。 試料採取前に担当者にご相談願いま す。）  

 

（ 道路工事等で延長が長い現場）  

 

① 採取前に路盤を含む舗装や植栽、 コ ンク リ ート ガラ など建設発生土以外のも のを除去する 。  

② 上図 №１ ～ №５ の各箇所で試料を採取する 。  

採取する 深さ はＵＣ Ｒ の担当者にご相談下さ い。（ ダイ オキシン類の含有濃度試験は深さ 5㎝。但し 水底

の底質は深さ 10㎝。）  

ただし 、 掘削深によ っては採取深度を調整する 場合があり ま す。  

③ 試料はチャック付ビニール袋等の密閉容器、揮発性物質検定用は遮光性のガラスビンに隙間が

ないよ う に詰める 。  

④ 上図採取箇所にポールやカラ ーコ ーンを立て全体を写真撮影する 。  

⑤ 各試料採取箇所の写真撮影（ 採取試料、 採取穴及び穴の深さ が明確になる よ う に）。  

⑥ 各試料採取後１箇所に 5 箇所分の試料をまとめ、写真撮影をする 。  

⑦ 採取し た試料は専門の機関で 5 試料を混合し 、 試験を行う 。  

 

地質分析・ ダイ オキシン類の含有濃度試験試料採取状況写真用黒板記入例 

○写真はカラ ー写真。  

○検査試料採取調書と 連動し ま す。  

○工事名、 採取場所、 採取深度などが分かる よ う に。 

○深さ は地盤高さ（ Ｇ Ｌ ）から の下がり と し ます。  

 

 

 

※p.51 p.53 に写真撮影方法を図示 

工 事 件 名 ○○○○○新築工事 

試料採取場所 №1  GL－3. 5m 

地質分析（ 濃度） 試験試料採取状況 

試料採取者 

所属  ㈱○○○○ 

氏名  ○○○○○ 

採取年月日 令和○○年○○月○○日 

施 工 者 ○○○○建設 立会者 ○○○○ 

○○m ○○m 

○○m 

№2 №4 
№1 

○○m 

№5 

№3 

№1 №3 №2 №4 №5 

○○m 

№2 №4 
№1 

○○m 

№5 

№3 

採取日の当日又は翌日までに専門機関に

分析を依頼してください。 

（凡例）試料採取位置 

● 揮発性物質を含む地質分析試

験全項目用 

○ 揮発性物質を除く地質分析試

験項目用 

※試料採取方法は受入地により異なるため、必ず事前に当社担当に確認してください。 

事前の確認がない場合、再度の地質分析をお願いしたり、受け入れをお断りすることもあります。 

※「市川港」「横浜鈴繁埠頭」「城南島」「横須賀市久里浜港」「大磯港」「秦野中井ＩＣ南」へ

搬出する場合の試料採取方法等は次頁以降を参照してください。 
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千葉県等に搬出する 受入地における 試料採取方法及び写真撮影 

（「 市川港」「 横浜鈴繁埠頭」「 城南島」「 大磯港」「 流山 I C西部プロ ジェ ク ト 」）  

（ ５ 地点混合方式）  

 

 

 

【敷地が四角に近い場合の試料採取】 

（ 掘削平面）  

○現場内で偏ら ないよ う ５ 地点採取する 。  

 

 

（ 掘削断面）  

〇採取深さ は、 表土部分から 掘削床付け部分ま で 

バラ ンス 良く 採取する 。  

（ 例） 掘削深さ 5ｍの場合 

GL-0. 5m､-1. 5m､-3. 0m､-4. 0m､-5. 0m で採取する 。   

 

 

【敷地が延長方向に長い場合の試料採取】 

（ 掘削平面）  

○延長方向で５ 地点採取する 。  

 

（ 掘削断面）  

○採取深さ は、 表土部分から 掘削床付け 

部分ま でバラ ンス 良く 採取する 。  

 

 

 

【採取及び写真撮影にあたっての注意事項】 

① 採取前に路盤を含む舗装や植栽、 コ ンク リ ート ガラ など 建設発生土以外のも のを除去する 。  

② 上図 №１ ～ №５ の各箇所で試料を採取する 。  

③ 試料は各地点において、 チャック付ビニール袋 及び遮光性のガラス瓶のそれぞれに採取し 、

隙間ができ ないよ う 密閉する 。  

④ 採取状況写真に用いる 黒板の記載事項は、 前頁の記入例を参考にし てく ださ い。  

⑤ 上図採取箇所にポールやカラ ーコ ーンを立て全体を写真撮影する 。  

⑥ 各試料採取箇所の写真撮影（ 採取試料、 採取穴及び穴の深さ が明確になる よ う に）。  

⑦ 各試料採取後、 １箇所に５箇所分の試料（チャック付ビニール袋５個、ガラス瓶５個）をま

とめ、写真撮影をする 。  

⑧ 採取し た試料は専門の機関で５試料を混合し 、 試験を行う 。  

 

 

GL 
 

 
GL 

掘
削
深

さ

掘
削
深

さ

※汚染土の可能性のある 場合は、 検体数を増やす必要があり ま すので別途ご相談く ださ い。  

 №2 №4

№1 

№5№3 
（掘削平面）

（掘削断面） 

（ 凡例） 試料採取位置 

● 揮発性物質を含む地質分析試験全項目用 

№1    №2          №3        №4         №5 

№1 
№2 

№3 
№4

№5 

※5, 000 ㎥毎に 1 検体（ ５ 試料） 採取し てく ださ い。  

 

○○m ○○m ○○m ○○m 

（掘削平面） 

№2 

（掘削断面）№3 
№5

№4
№1 

※試料採取については、採取前に必ず事前に当社担当に確認してください。 

事前の確認がない場合は、再度の地質分析をお願いしたり、受け入れをお断りすることもあります。 

【大磯町大磯港 ダイオキシン類含有濃度試験】 試料採取 

・100mメッシュごとに１箇所（１地点から採取） 

・原則として、地表面(土層最上面)から５㎝の位置から採取すること（採取位置図・写真は不要） 
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【試料採取状況写真の撮影方法（横須賀市久里浜港は p.52、秦野中井 IC 南は p.54】 

試料採取状況の写真は次の７ 枚以上が必要です。  

 

１ 全景写真（１枚以上） 

  試料採取する 全ての地点をカラ ーコ ーン等でマーキングし 、 一括撮影し てく ださ い。  

  全ての位置が写ら ない場合は、 位置関係が分かる よ う なる べく 複数点を撮影し てく ださ い。 

※採取地点は偏ら ないよ う に全体に配置し てく ださ い。  

 

 

 

 

（ 道路等のよ う に掘削現場の延長が幅よ り 大き い場合）  

 

 

（ 掘削現場の縦横比が正方形に近い形状の場合）  

 

２ 試料採取状況写真（各試料採取地点１枚以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 採取試料の集合写真（原則、No.1 の地点に５地点の試料を集合し、撮影） 

スタッフ（箱尺） 

黒 板 
工事名、 撮影場所（ NO、

採取深さ ）、 採取日、  

採取者等 

（ p. 49 参照）  

チャ ッ ク 付ビニール袋 
遮光性ガラ ス 瓶 

（掘削現場）

（掘削現場）

 

黒 板 
工事名、試料番号

（ NO. 1～NO. 5）、  

採取日、採取者等 

① 各地点で採取し た試料を１ か所に

集めてく ださ い。  

② 採取試料全て（ チャ ッ ク 付ビ ニー

ル袋入り 試料５ 、 遮光性ガラ ス 瓶

入り 試料５ ） を 並べて、 黒板を添

えて撮影し ま す。  

③ 撮影後、速やかに分析機関へ搬入、

分析を 依頼し てく ださ い。  

（ 試料採取の翌日ま での依頼が必須で

す。）  

１ 

１ ２ 

２ 

３ 

３ 

４ 

４ 

５ 

５ 

① 採取地点に穴を 掘り 、所定の深さ から

試料を採取し 、チャ ッ ク 付き ビ ニール袋

及び遮光ガラ ス ビ ンに詰めてく ださ い。 

② ス タ ッ フ（ 箱尺） 等を採取穴の採取位

置ま で差し 込み、地表から の深さ が分か

る よ う に、地表位置で読みを 示し てく だ

さ い。  

③ 黒板を 添え、（ 採取穴の深さ が分かる

よ う に） 採取位置（ ス タ ッ フ 下端） 及び

地表面や採取し た試料が一緒に写る よ

う に撮影し てく ださ い。（ １ 枚では写ら

な い場合は２ 枚以上に分けて 撮影し て

く ださ い。）  

※ ボーリ ン グ で採取する 場合はロ ッ ド

の検尺状況を撮影し てく ださ い。  ス タ ッ フ 下端が一緒に写る よ う

にし てく ださ い。（ 一枚で撮れな

い場合はつなげて複数枚で。）  
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「 横須賀市久里浜港」 受入地における 試料採取方法及び写真撮影 

試料採取は必ず専門の機関（計量証明事業者（濃度））に依頼してください。 

（ ５ 地点混合方式）  

 

【 敷地が四角に近い場合の試料採取】  

（ 掘削平面）  

○現場内で偏ら ないよ う ５ 地点採取する 。  

 

 

（ 掘削断面）  

〇採取深さ は、 表土部分から 掘削床付け部分ま で 

バラ ンス 良く 採取する 。  

（ 例） 掘削深さ 5ｍの場合 

GL-0. 5m､-1. 5m､-3. 0m､-4. 0m､-5. 0m で採取する 。  

 

 

【敷地が延長方向に長い場合の試料採取】 

（ 掘削平面）  

○延長方向で５ 地点採取する 。  

 

（ 掘削断面）  

○採取深さ は、 表土部分から 掘削床付け 

部分ま でバラ ンス 良く 採取する 。  

 

土壌試験 溶出試験：28項目 

試料採取 
第１種特定有害物質以外：５地点混合 

第１種特定有害物質：１地点採取 

必要資料 
チャック付ビニール袋：５試料 

遮光性ガラス瓶：１試料 

試験頻度 4,000 ㎥／1回 

 
【採取及び写真撮影にあたっての注意事項】 

① 採取前に路盤を含む舗装や植栽、 コ ンク リ ート ガラ など 建設発生土以外のも のを除去する 。  

② 上図 №１ ～ №５ の各箇所で試料を採取する 。  

③ 試料は各地点において、 チャック付ビニール袋 及び遮光性のガラス瓶のそれぞれに採取し 、

隙間ができ ないよ う 密閉する 。  

④ 採取状況写真に用いる 黒板の記載事項は、 p. 45 の記入例を参考にし てく ださ い。  

⑤ 上図採取箇所にポールやカラ ーコ ーンを立て全体を写真撮影する 。  

⑥ 各試料採取箇所の写真撮影（ 採取試料、 採取穴及び穴の深さ が明確になる よ う に）。  

⑦ 各試料採取後、 １箇所に５箇所分の試料（チャック付ビニール袋５個、ガラス瓶１個）をま

とめ、写真撮影をする 。  

⑧ 採取し た試料は専門の機関で５試料を混合し 、 試験を行う 。  

 

GL 
 

№3 

№5 

№2 

№4
№1 

 
GL 

掘
削

深
さ

掘
削

深
さ

第１ 種特定有害物質に係る も のについては、 代表的な

地点１ 地点において、 50 ㎝ま でのでき る だけ深い位置

で採取する こ と 。  

 

土質区分毎、 かつ地山 4, 000 ㎥毎に１ 検体（ ５ 地点※・

試料混合） が必要 

※第１ 種特定有害物質は１ 地点 

 №2 №4

№1’

№5№3 （掘削平面） 

（掘削断面） 

（凡例）試料採取位置 

● 揮発性物質地質分析試験項目 

〇 揮発性物質を除く地質分析試験項目 

№1        №2         №3         №4         №5 

№1 
№2 №3 

№4 
№5 

○○m ○○m ○○m ○○m 

（掘削平面）

（掘削断面） 

№1’  

№1

№1’

№1’

※試料採取については、採取前に必ず事前に当社担当に確認してください。 

事前の確認がない場合は、再度の地質分析をお願いしたり、受け入れをお断りすることもあります。 
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【「横須賀市久里浜港」における試料採取状況写真の撮影方法】 

試料採取状況の写真は次の７ 枚以上が必要です。  

 

１ 全景写真（１枚以上） 

  試料採取する 全ての地点をカラ ーコ ーン等でマーキングし 、 一括撮影し てく ださ い。  

  全ての位置が写ら ない場合は、 位置関係が分かる よ う なる べく 複数点を撮影し てく ださ い。 

※採取地点は偏ら ないよ う に全体に配置し てく ださ い。  

 

 

 

 

（ 道路等のよ う に掘削現場の延長が幅よ り 大き い場合）  

 

 

（ 掘削現場の縦横比が正方形に近い形状の場合）  

 

２  試料採取状況写真（ 各試料採取地点１ 枚以上）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 採取試料の集合写真（原則、No.1 の地点に５地点の試料を集合し、撮影） 
 

 

 

 
 

スタッフ（箱尺） 

黒 板 
工事名、 撮影場所（ NO、

採取深さ ）、 採取日、  

採取者等 

（ p. 49 参照）  

チャ ッ ク 付ビニール袋 
遮光性ガラ ス 瓶 

（掘削現場）

（掘削現場）

黒 板 
工事名、試料番号

（ NO. 1～NO. 5）、  

採取日、採取者等 

① 採取地点に穴を 掘り 、 所定の深さ から

試料を 採取し 、 チャ ッ ク 付き ビ ニール袋

及び遮光ガラ ス ビ ンに詰めてく ださ い。  

② ス タ ッ フ（ 箱尺） 等を採取穴の採取位置

ま で差し 込み、地表から の深さ が分かる よ

う に、 地表位置で読みを示し てく ださ い。 

③ 黒板を添え、（ 採取穴の深さ が分かる よ

う に） 採取位置（ ス タ ッ フ下端） 及び地表

面や採取し た 試料が一緒に写る よ う に

撮影し てく ださ い。（ １ 枚では写ら ない場合

は２ 枚以上に分けて撮影し てく ださ い。）  

④ 黒板を計量証明事業者の担当者が持ち

撮影してください。 

※ ボーリ ン グで採取する 場合はロ ッ ド の

検尺状況を撮影し てく ださ い。  
ス タ ッ フ 下端が一緒に写る よ う

にし てく ださ い。（ 一枚で撮れな

い場合はつなげて複数枚で。）  

 

① 各地点で採取し た 試料を １ か所に

集めてく ださ い。  

② 採取試料全て（ チャ ッ ク 付ビニール

袋入り 試料５ 、 遮光性ガラ ス 瓶入り

試料１ ） を 並べて、 黒板を 添えて

撮影し ま す。  

③ 撮影後、 速やかに分析機関へ搬入、

分析を依頼し てく ださ い。  

（ 試料採取の翌日ま での依頼が必須

です。）  

１ ２ ３ ４ ５ 

 

      （ 揮発性物質は１ 点採取です。）  １ 
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「 秦野中井 I C南」 受入地における 試料採取方法及び写真撮影 

 

地質分析（ 濃度） 試験について 

・ 土質区分毎かつ同一土質区分で 5, 000 ㎥毎に１ つ検体を作成し 試験し ま す。  

・ １ 検体は 5 か所から 試料を採取し ま す（ ５ 地点混合方式）。  

・ 試料を 採取する 位置は、 現場内（ 土砂を搬出する 範囲） で偏り がないよ う 平面的にバラ ン

ス のよ い 5 地点と し ま す。各地点の採取深度は、工事の掘削深によ り 変更し ま すので、UCR

担当者の確認を得てから 採取し てく ださ い。  

 

                  （ 道路工事等で延長が長い現場）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 採取前に路盤を含む舗装や植栽、 コ ンク リ ート ガラ など建設発生土以外のも のを除去する 。  

② 上図 №１ ～ №５ の各箇所で試料を 採取する 。 採取する 深さ はＵ Ｃ Ｒ の担当者にご相談下さ い。

ただし 、 掘削深によ っては採取深度を調整する 場合があり ま す。  

③ 試料はチャック付ビニール袋等の密閉容器、揮発性物質検定用は遮光性のガラスビンに隙間が

ないよ う に詰める 。  

④ 上図採取箇所にポールやカラ ーコ ーンを立て全体を写真撮影する 。  

⑤ 各試料採取箇所の写真撮影（ 採取試料、 採取穴及び穴の深さ が明確になる よ う に）。  

⑥ 各試料採取後１箇所に 5 箇所分の試料をまとめ、写真撮影をする 。  

⑦ 採取し た試料は専門の機関で 5 試料を混合し 、 試験を行う 。  

 

地質分析試験試料採取状況写真用黒板記入例 

○写真はカラ ー写真。  

○検査試料採取調書と 連動し ま す。  

○工事名、 採取場所、 採取深度など が分か 

る よ う に。  

○深さ は地盤高さ（ Ｇ Ｌ ） から の下がり と  

し ま す。  

 

試料採取状況の写真は次の７ 枚以上

が必要です。  

工 事 件 名 ○○○○○新築工事 

試料採取場所 №1  GL－3. 5m 

地質分析（ 濃度） 試験試料採取状況 

試料採取者 

所属  ㈱○○○○ 

氏名  ○○○○○ 

採取年月日 令和○○年○○月○○日 

施 工 者 ○○○○建設 立会者 ○○○○ 

○○m ○○m ○○m ○○m 

№1 №3 №2 №4 №5 ○○m 

№2 №4 

№1 

○○m 

№5 

№3 

採取日の当日又は翌日までに専門

機関に分析を依頼してください。 

（凡例）試料採取位置 

● 揮発性物質を含む地質分析試験全項目用 
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【「秦野中井 IC南」における試料採取状況写真の撮影方法】 

試料採取状況の写真は次の７ 枚以上が必要です。  

 

１ 全景写真（１枚以上） 

  試料採取する 全ての地点をカラ ーコ ーン等でマーキングし 、 一括撮影し てく ださ い。  

  全ての位置が写ら ない場合は、 位置関係が分かる よ う なる べく 複数点を撮影し てく ださ い。 

※採取地点は偏ら ないよ う に全体に配置し てく ださ い。  

 

 

 

 

 

 

（ 道路等のよ う に掘削現場の延長が幅よ り 大き い場合）  

（ 掘削現場の縦横比が正方形に近い形状の場合）  

 

２ 試料採取状況写真（各試料採取地点１枚以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 採取試料の集合写真（原則、No.1 の地点に５地点の試料を集合し、撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ（箱尺） 

黒 板 

工事名、 撮影場所（ NO、 採

取深さ ）、 採取日、  採取

者等（ p. 54 参照）  

チャ ッ ク 付ビ ニール袋 
遮光性ガラ ス 瓶 

（掘削現場）

 

黒 板 
工事名、 試料番号

（ NO. 1～NO. 5）、  

採取日、 採取者等 

① 各地点で採取し た試料を １ か所に

集めてく ださ い。  

② 採取試料全て（ チャ ッ ク 付ビ ニー

ル袋入り 試料５ 、 遮光性ガラ ス 瓶

入り 試料５ ） を 並べて、 黒板を 添

えて撮影し ま す。  

③ 撮影後、速やかに分析機関へ搬入、

分析を依頼し てく ださ い。  

（ 試料採取の翌日ま での依頼が必須で

す。）  

１ 

１ ２ 

２ 

３ 

３ 

４ 

４ 

５ 

５ 

① 採取地点に穴を掘り 、所定の深さ から

試料を 採取し 、チャ ッ ク 付き ビ ニール袋

及び遮光ガラ ス ビ ン に詰めてく ださ い。 

② ス タ ッ フ（ 箱尺） 等を 採取穴の採取位

置ま で差し 込み、地表から の深さ が分か

る よ う に、地表位置で読みを示し てく だ

さ い。  

③ 黒板を 添え、（ 採取穴の深さ が分かる

よ う に） 採取位置（ ス タ ッ フ 下端） 及び

地表面や採取し た試料が一緒に写る よ

う に撮影し てく ださ い。（ １ 枚では写ら

な い場合は２ 枚以上に分けて 撮影し て

く ださ い。）  

※ ボーリ ン グ で採取する 場合はロ ッ ド

の検尺状況を 撮影し てく ださ い。  
ス タ ッ フ 下端が一緒に写る よ う にし て

く ださ い。（ 一枚で撮れない場合はつな

げて複数枚で。）  

（掘削現場）
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地質分析項目一覧

単位 基準値※ 計　 　 量　 　 方　 　 法

カド ミ ウ ム mg/ℓ 0. 003以下 日本産業規格 K0102-3 14. 3、 14. 4 又は 14. 5

全シアン mg/ℓ 不検出

日本産業規格 K0102-2 9. 3. 2
日本産業規格 K0102-2 9. 3. 3の蒸留操作を行い、 9. 4、 9. 5、
9. 6、 9. 7
水質環境基準告示付表１ （ 蒸留操作は装置にて行う 。 ）

有機燐 mg/ℓ 不検出

日本産業規格 K0102-4 7. 2. 1 及び 7. 2. 3パラ チオン、 メ チルパ
ラ チオン 若し く は EPN にあっ ては規格 K0102-4 7. 2. 1、 7. 2. 2. 2
及び7. 2. 5 若し く は 7. 2. 1 及び 7. 2. 6 （ ただし 、 7. 2. 6 に定め
る 方法によ り 測定する 場合において、 7. 2. 2 のク リ ーンアッ プを
行う と き は、 7. 2. 2. 2 に定める 操作と する 。 ）

鉛 mg/ℓ 0. 01以下 日本産業規格 K0102-3 13. 2、 13. 3、 13. 4、 13. 5

六価ク ロ ム mg/ℓ 0. 05以下
日本産業規格 K0102-3 24. 3（ 24. 3. 7 を除く 。 ）
（ 24. 3. 2 に定める 方法によ り 塩分の濃度の高い試料を 測定する
場合にあっては、 規格 K0170-7 7 の a) 又は b) に定める 操作）

砒素 mg/ℓ 0. 01以下 日本産業規格 K0102-3 20. 2、 20. 3、 20. 4 又は20. 5

総水銀 mg/ℓ 0. 0005以下 水質環境基準告示付表 2

アルキル水銀 mg/ℓ 不検出 水質環境基準告示付表 3、 昭和 49. 9 環境庁告示第 64 号付表1

Ｐ Ｃ Ｂ mg/ℓ 不検出 昭和46. 12 環告第59号付表4

ジク ロ ロ メ タ ン mg/ℓ 0. 02以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 2

四塩化炭素 mg/ℓ 0. 002以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 1、 5. 4. 1、 5. 5

ク ロ ロ エチレ ン mg/ℓ 0. 002以下 平成9. 3環告第10号付表

1, 2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/ℓ 0. 004以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 1、 5. 3. 2

1, 1-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/ℓ 0. 1以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 2

1, 2-ｼ゙ ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/ℓ 0. 04以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 1、 5. 3. 2

1, 1, 1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/ℓ 1以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 1、 5. 4. 1、 5. 5

1, 1, 2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ mg/ℓ 0. 006以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 1、 5. 4. 1、 5. 5

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/ℓ 0. 01以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 1、 5. 4. 1、 5. 5

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ mg/ℓ 0. 01以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 1、 5. 4. 1、 5. 5

1, 3-ｼ゙ ｸﾛﾛﾌﾟ ﾛﾍ゚ ﾝ mg/ℓ 0. 002以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 1

チウ ラ ム mg/ℓ 0. 006以下 昭和46. 12 環告第59号付表5

シマジン mg/ℓ 0. 003以下 昭和46. 12 環告第59号付表6 第1、 第2

チオベンカルブ mg/ℓ 0. 02以下 昭和46. 12 環告第59号付表6 第1、 第2

ベン ゼン mg/ℓ 0. 01以下 日本産業規格 K0125 5. 1、 5. 2、 5. 3. 2

セレ ン mg/ℓ 0. 01以下 日本産業規格 K0102-3 26. 2、 26. 3、 26. 4

ふっ 素 mg/ℓ 0. 8以下

日本産業規格 K0102-2 5. 2、 5. 3、 5. 2、 5. 4（ 妨害と なる 物質と
し てハロ ゲン 化合物又はハロ ゲン 化水素が多量に含ま れる 試料を
測定する 場合にあっ ては、 蒸留試薬溶液と し て、 水約200ml  に硫
酸 10ml 、 り ん酸 60ml  及び塩化ナト リ ウ ム 10g を 溶かし た溶液
と グリ セリ ン  250ml  を 混合し 、 水を加えて 1, 000ml  と し たも の
を 用い、 規格 K0170-6 6 図２ 注記のアルミ ニウ ム溶液のラ イ ン
を 追加する 。 ） 、  5. 2（ 蒸留操作を行う 場合にあっ ては、 フ ェ
ノ ールフ タ レ イ ン溶液を加えず、 pH 試験紙によ って液性を 判別
する 。 懸濁物質及びイ オン ク ロ マト グラ フ 法で妨害と なる 物質が
共存し ないこ と を確認し た場合にあっ ては、 こ れを 省略する こ と

ほう 素 mg/ℓ 1以下 日本産業規格 K0102-3 5. 2、 5. 5、 5. 6
1, 4-ｼ゙ ｵｷｻﾝ mg/ℓ 0. 05以下 昭和46. 12環告第59号付表8
水素イ オン  － 5. 8以上8. 6以下 日本産業規格 K0102-1、 12. 1
油分 mg/ℓ 15以下 昭和51年2月27日環境庁告示第3号
銅（ 農用地） mg/kg 125未満 昭和47. 10 総令66号第1条第3項及び第2条
砒素（ 農用地） mg/kg 15未満 昭和50. 4 総令31号第1条第3項及び第2条
水銀及びその化合物 mg/kg 15以下 昭和46. 12 環告第59号付表2

ｶﾄﾞ ﾐｳﾑ及びその化合物 mg/kg 45以下
日本産業規格K0102-3 14. 2、 14. 3、 14. 4、 14. 5（ 準備操作にあっ
ては、 4. 2. 4. 5 を除く ｡）

鉛及びその化合物 mg/kg 150以下
日本産業規格 K0102-3 13. 2、 13. 3、 13. 4、 13. 5（ 準備操作に
あっては、 4. 2. 4. 5 を除く 。 ）

砒素及びその化合物 mg/kg 150以下 日本産業規格 K0102-3 20. 2、 20. 3、 20. 4、 20. 5

六価ク ロ ム 化合物 mg/kg 250以下
日本産業規格 K0102-3 24. 3（ 24. 3. 7を除く ） （ 24. 3. 2 に定める
方法によ り 塩分の濃度の高い試料を測定する 場合にあっては、 規
格 K0170-7 7 の a) 又は b) の操作を行う ）

ふっ 素及びその化合物 mg/kg 4, 000以下

日本産業規格 K0102-2 5. 2、 5. 3、 5. 2、 5. 4（ 妨害と なる 物質と
し てハロ ゲン 化合物又はハロ ゲン 化水素が多量に含ま れる 試料を
測定する 場合にあっ ては、 蒸留試薬溶液と し て、 水約200ml  に硫
酸 10ml 、 り ん酸 60ml  及び塩化ナト リ ウ ム 10g を 溶かし た溶液
と グリ セリ ン  250ml  を 混合し 、 水を加えて 1, 000ml  と し たも の
を 用い、 日本産業規格 K0170-6 6 図２ 注記のアルミ ニウ ム 溶液
のラ イ ン を追加）
又は 5. 2（ 蒸留操作を行う 場合にあっ ては、 フ ェ ノ ールフ タ レ イ
ン 溶液を 加えず、 pH 試験紙によ っ て液性を判別する 。 ） 及び

ほう 素及びその化合物 mg/kg 4, 000以下 日本産業規格 K0102-3 5. 2、 5. 5、 5. 6
セレ ン及びその化合物 mg/kg 150以下 日本産業規格 K0102-3 26. 2、 26. 3、 26. 4
シアン化合物 mg/kg ( 遊離ｼｱﾝ) 50以下 日本産業規格 K0102-2 9. 4、 9. 5、 9. 6、 9. 7

※基準値については、受入地によって異なる場合があります。
　詳細につきましては、「２０２６年度ＵＣＲ受入地別建設発生土の特定有害物質等試験項目一覧表」のとおり。
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